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第1 前提事実

1 前提事実その1 （『復興J版全国部落閥査』出版について）

被傍1安部・被告ご三品が経営する被告示現会l士、2016年目月四聞に『復刻版 全国部絡

調査証Jを間年4月1日に発売する旨の宜保記事を被告示現会ホ｝ムペ｝ジ上に掲載した

（申1 0、首都尋問結果7東）。

問宣伝配事に掲載された『復刻版念闘部務調到の樹氏には「全国部港開資Jなど

の文言に続けて「地名総鍍の原典Jとの年ヤッチコピーが記載容れていた（甲1 0）が、

当骸キャッチコピ… を考案したのは被告、宮部であった（宮部尋問結果8�）。

被管官都は2016年2月8日において、『復刻版全国都落調査』の記載内容は原稿

を読んで把握しており（宮部尋問結果7�）、昭和1 1年段階で既に「本書の取扱ひに就

ては弊審なきゃっ充分留意せられんことを望む」と記載されていたことを知っていた（宮

部尋問結果9�） 0

また、被告t首都は2015年11月30日に被告示現会のホ｝ムベ｝ジ上で「問和と企業

第1間 部落地q:j総緩軒物＝ら始まったJ !::: ＼，叩記事者r執室長し、 その記事中において、

「企業は何のために地t総統を貿ったのかと替えば、 はっきり脅えば醐散銭別のためで

ある」皆記載をした（宮部尋問結果8頁）。

それにもかかわらず、被告宮部は出版に際して著作権法上の権利侵寄以外に何らかの

権利侵害があるかどうかについて、 全く気にせず、検討せずに出版を行おうとした（宮

部尋問結果9 Jar）。

被告らがインタ ーネット上で情報をばらまいた『復刻版 全国部落調査』のデーグは

∞被管官部が社会事業大学で発見した、 昭和1 1年当時re::編集ちれた学舎舎の「原本J

のデ｝グ（1首都尋問結果1�）と、必被告らが当該「版本Jな活字｛じしたデー タの2種

類が附笠したが、�のヂ］タにおいては、 「原本Jには存在してし、なかった「現夜地Jな

る項目が潟加されていた（別紙目録1、ふ4多照）。第 a 次大戦後に特に都市部で広〈

実施された「住居表示」の導入により、 土地の特定の方法として従来の「地著書」を用い

た特定から「住居表示Jを用いた特定の方法が一般化したのであるが、被告らがデ〕ダ
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をばらまいた『復刻版会国部落調査Jのデ…タのうち骨のタイプについては、昭和1

1年当時の地番に基づく土地の名称を知らない者で、あっても、 「現在地」の記載を見れば

住居表示による被差別部稼の検紫が容易になる体裁となっていた。

2 前提毒事実その忽（本籍地等戸籍情報や住所に関する情報の取扱い）

本籍に関する情報は、かつての戸籍法においては「戸籍公開の原則Jが深用され

でいたために、本人以外の者が本人の戸籍情報告？取得することは梅めて容易ヤあ

った。また、社会生活上においても、 レ ンタルビデオの会員申込警や’品種の提出議

類に「＊籍Jの記入が必要であったり、本人確認のために本籍地が表示された免許

証の:::il:'.:°ーを添付したりす
『
る必獲があるなど(J 11口尋問結果3賞以下）、本人以外

の者に対して戸紺青報を開示する場面も多々存在した。

しかしながら、 その後戸籍公開の賦則f;l:数次の法改慌により｛際立され、 現設で

は本人以外の者が本人の戸籍情報を取得することは困難となヮた。

本籍地等の戸籍1：記載された情報t:J::部落競別に利用されることがある情報であ

るから、 「先繍多J などの記載がある壬申戸籍は法務省によ切で閲覧議止の槽鷺が

取られており、就職において用いられる統一用紙には本籍記入欄を設けず、漂転

免許在においても本籍地は霞摘記録デーグとして免許証内に保有はすゆるものの文

宇による表記を行わない扱いに変更されているなど、 本籍地等の戸籍に記載され

た情報は一般に公開しない扱いが取られるにヨまっている。 なお、 個人情報保護法

においてもZ 017年（平成29年）改正により「饗配慮個人情報J （いわゆる「機

微情報J）に関する特別な取扱いが設けられ、械翻lj部落出身であるととは開法に

おける饗宙U劃間人情報に該当することとされている。

しかし、社会的には未だに結婚式の釣舎や就職時の履腰害等に本絡を記載容せ

ることを当然とするかのような風潮が根強く残存し（ill口尋問結果4Jf以下、 申

4 5 3）、 プライム事件な rに顕著に見られるように多額の金銭を払ってまでも

「身元欄査」を行いたいという風潮が残存している併問尋問結果6頁）。

6 
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一方、 個人の住所については当骸個人の生活の本拠地であるという住所の性質

上秘匿することは困難であり、社会生活上も宅配便や郵便の受発信や各種団体に

おける住所録の作成、 4子穏契約の申込書の作成などにおいて記載が必ず求められ

る性質の情報である。 ある特定人の住所情報は当該個人と一定程度の交流関係が

存在すれば党知できる情報であるから、個人の住所情報告？取得しょうどした場合、

戸籍情報と比較して機めて簡単に取得できる情報と替える。

3 前提唱事実その3俄絵師リ部務の所主E地等に関する「リストJの扱し、）

全国の被差別部落の地名の一覧表や、被差別部落にノレーツを持っている者の一

覧表は、誰別の対象止なっていたこと以外に持過の相教はないから、 当該一覧表

は部落差別の対象を特定すること以外に利用できないものである（甲1 6 0 木

村常見寄与 資）。

部滞翻リは、特定の地域・場所喜子「被援別部事事Jであると見なし、当該地域・場

所11:ルーツを有する草子安祭別寸る形態、で特われる。 従って、 単なる地名情報だけ

·1:は都議差別は起こりょうがなく、部落差別を発生させる前提糸件として「特定

の地域 ・ 場所を被差別部落として特定する情報Jが必須であるロ本件における『復

刻版全国部落調査』はまさに特定の地域・場所を「被援別部落Jとしてリストア

ップ3した書籍・データである。

これらの「被裳別部稼のリストJ についても、法と社会l士一貫して厳し〈対処し

きたロ

法務省によるさ岬戸籍の開質禁止は戸籍桝日から被期リ部務とされる地域・場

所を特定冬れること:a:-防iとするために取られたと苦言えるし、 法務省による依命通

知（甲3 5 2）は、とのようなー賢喪は原則として譲治となるととを示している

（片岡尋問結果1 5頁）。

なお、 同依命遇知は例外として違法性が認められないと考えられる場面も示し

ており、被告宮部は当該依命通知を読んだ上で、被告示現舎のホ…ムページ等に

7 
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掲載している「部熔探訪」と題する谷記事のタイトノレに「学術・研究Jという文雷

を付け加えたと供述している（宮部尋問結果1 0頁）。 しかし、被告宮部はグイト

ル以外の記事の内務には特段の変更を行わなかった（営部尋問結果1 1 Jr）ので

あり、 被告渡部による対応は依命通知を滋守したものでは全くない。

インタ ーネットの領域においても、 阿木における主たるインタ ーネット事業者

がこぞって加人している通情関連4間体は共闘で「違法 － 有害事情報への対応等に

関する契約約数モデノレ条写むを努費しているととろ（甲4 3）、岡条項の解説にお

いて「不当な議別取り扱いを助長 。 誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地

区であるなどと示十情報をインタ …ネット上に流通させる行為Jを禁じている。

被告ちが流通させた『復刻版全国部落澗査』のデータや「部落解放問盟関係人

物一覧Jのデータは、まさに差別のためにしカポJj用できない情報である。被告宮部

l士、水件が発生する以前から「全閣隣附官渡絡協議会の加入館のリストJ友人手し

「問和地区を特定Jすることに手を染めできた経過を自白している（宮部尋問結

果2Jr）。被告らは、被建別部落の地名リストや部落解般問膿の関係者どされる；）

ストが部務差別に利用される情報守あることを熟知したよマ、 今回の行為に及ん

だことが明らかである。

4 前提事実その4 （被差別部落の所在地と行政区画名との関係）

本件における『復刻版 会間部落概査J は全閣の被差別部務どされる場所の地

名リストという性質を有するが、被差別部落とされJる地域・場所は差別する側が

「ととは械業別部務であるJ段見なすとこどによって特定されてゆ〈ものであ旬、

地域全体の住民数や地現的広がりからすれば少数 ・ 小規模地域となるという鞘激

を有する（片岡尋問結果1 8頁）。

そこで例えば『復刻版全国部務調副の言捕において被糊リ部落の晴海地J

として「・・学区」等と記載されていたとしても、それは小学校や中学校の学区を

朱すものであって行政上の区間や行政上の地域名とは合致しない地理的範聞とな

8 
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る（より狭い地理的範闘となる）。同様に、『復刻版全国部務調副の吉晴におい

て被楚別部落の「部落名」として神社の祭礼当番を担当すべき地理的広がりを持

つ地名が記載されていたとしても、 問様 iと行政よの区画や行政よの地域名とは合

致しない（片岡尋問調書1 8賞以下、J 11口尋問結巣6�）。

とのととは、被告宮部も自らの出身地であお鳥取の日地区についていわゆる被

差別部務とおれる集搭と、いわゆる 般地区とされる集務が一体となって形成お

れた経過令認めているととからも明らかである（宮部尋問結果3 7頁）。ナなわち、

S地区とされる …定の地理的広繭のうち、被瀧別部落はその会らに一部分告と占め

るに過ぎず、他の部分は「S地区Jと呼称されていたとしても、いわゆる 一般地区

なのである。

原告らは、自らが被翻リ部落出身であることの立証として公正証書（甲3 4 4) 

や陳述書などによる立粧去作なつでいるととろ、 ¥ii骸公正11£普撃は各原告のヌド籍記

載の住民撰等に記載された地名と、被告らが出版しようとし、 あるいはインタ ー

ネットで情報告rばらまいた『復刻版会関部落調査』における地名と合照合し、問

ーの地名が合まれるか:;s:かの結果な記載したものである。

そのため、『復刻版全閣部落調査』における被譲別部落の名称としで行政区画

とは異なる呼称が記載されてL唱場合においては、 上記の公証方法では「同… の

地名が含まれない」と判断せざるを得なくなる白

しかしながら、当君主原告においても『復刻版 全国部格調査』において被翻リ部

落として記載されている地名の出身者であることに変わりはなく、 単に当官京地名

が行紋区聞と具なったり、 当核地名が現住では行革k目立閣の名称、としては採用され

ていない「；J、学Jであったために公証ができなかったに過ぎない。

従って、公宣言正番目lj紙「公註文言J欄lと記載がない原管についても、当骸原管が

被差別飾帯害出身でないために「公証文言言J欄に記載がない結果となった訳ではな

い。 当核原告については、 被差別部落出身者である場合には別途陳述書その他の

資料により被控別部落出身であることの立在を補充している（片岡尋問結果1 9 
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貰）。

第2 人格権侵害

人間の噂肢を若手定するととになる選別的替動によって、 人格的法益ないし人格権の侵害

が発生する。

被告らの言動l士、被援別部機 re:関連十るものどして特定地域の名称令あげ、 1主t::.特定地

域に関する情報=a-提供する悶 そして、 その特定された地域には義足りされてきた入、自分た

ちとは異なる人びとが住ん勺いるという震関統合喚記する。被業別部落出身宥・居住者l主、

その属伎を理由にして、個人として尊主主おれないことを突きつけられ、人聞としての尊厳

を否定されることになる。

原告らは、被管ちの行為によって、 プライパ宇山権、名誉権及び差別されない本断りなど

の人格権（原告解放同盟については、業務を円滑に行う権利を含む）が侵審されたと主張

している。 これらの人権l士、 1つ1つ独立して存成しているものではない0 lg舵実に人格権

による救繍を求めるためには、 人格権の具体的瀕裂としての個別の樹仲利益に対する侵

害または侵害のおそれが認められるべきである、 との考えが一般的であるどころから、 原

らは、 人格権の具体的な現れとして3つの権利な類型として掲げているが、個々の原告

どとの「全国部落概査Jや「解放同盟関係人物一覧Jとの関連性に応じて、 人格権の侵害

が紋切型に生じるものではないQ 被告らによる「全国部落調査Jや「解放同盟関係人物…

覧」の公開という行為自体から、 「平穏に生活を営む」という人格の毒事厳の中核を共通項に

しで、重畳的［C:法的権利ないし宋lj益の侵害が生じるのである（捌欄苗1 9参照）。

たとえば、 川崎市ヘイトデモ蓋止仮処分命令（横浜地劃｜｜崎支部平成28年6月2日決

定・判タ1428号86貰）でl士、 「何人も、生活の基礎としての住居において平穏に生活

して人格安形成しつつ、自由に活動することによって、 その品性、 徳業、 名声、 借用等の

人格的価値について社会から評価を獲得十るのであり、 とれらの住居において平穏に生活

する権利、自由に活動する権利、名誉、 信用を保有する権利jは、 憲法l 3条lこ由来寸る人

格権として、 強く保護され、 また、 本法に適法に居住する者に等しく保障される」こと、

自らの出自在理由に「謹別され、本邦の地樹土却も排除されることのない樹Jjは、本邦

10 
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の地域社会の生活の基強である住居において平穏に生活資、 人格を形成しつつ、自由に活

動し、 これを保持するのに必要となる基礎を成すものであり、 上記の人格権を享有するた

めの前提になるもの;t:: Lて、 強〈保護されるべきJととから、 との人格権たる「平穏生活

様J に2基づ く妨害排除請求権として、 その差別的言動の差止めを求める権利を有すると判

示している。

以下、 原告らに生じた3つの権利侵筈につし 、て論ずる。

第3 プライバシ…権侵審

1 プライバシ」権の権利内容

プライバシい権の内容は伝統的には「私生活上の事柄をみだりに公開されない

権利」として理解されていたが、情報化社会の高度な発逮とともにプテイパシ一

様の権利内容も古典的な理解に加え 、 自己情報告？コントロ ール寸る権利として理

解おれている。

お プライパシ］機被援別部落出身であるととはプライバシーに属する 情報であるとど

( 1）岡本社会には未だに強聞な部蒋差別が存寵していること

現在の岡本社会においては、残念ながら来だ被差別部落の出身者に対する差別的・

息避的な感情”村子動が残存している（部落盤別解消櫛益法第1条参照）。原告らはい

ずれも、探索リな部落醐リを体験している（片岡尋問結果2頁以降、松島尋問結果Z

�以降、 町村尋問結果2 Jlf以降、 商問尋問結果お克以降、松岡尋問結果忽賞以降、

池悶尋問結果2�·以降、 下予言尋問結呆2京以降、JI ［口尋問結果Z頁以下、 その他各

原告の陳述書参照）。

部務醐リが刺腿別 ー 結婚議別など、差別されることによって人生の軌道が友

右されてしまうような深刻な被害を生じるとと、部落糊リは被幾別部落とされる

場所の「出身者Jであること等を理闘とする識別恥であって「血筋による慈別Jと

いう側面を有することから当該出身者の親族は全て部落差別を受ける日スクが存

在する（松島尋問結果2 0 Jlf以下）。

11 
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( 2）自らの出身地等が被翻rJ部落であるとの｛開は誰に対しても開示する種類の 情報

ではないとと

被選別部落出身者であるとの情報は、 その受け取り手の対応し、かんによヮては

深刻な都移譲別合引き起とすこ必のある情報であることから、被差日リ都型車出身者

であることが判明する明お性のある戸籍1時はよ述のとおり刻陥聞とさ t1,、さ長申

戸籍は閲覧禁止の措置が取られ、『復刻版全国部落調査』の末尾には「本警の取

扱ひに就ては弊密なきゃう充分留意せられんことを望むJと記載されている。原

告らの多くは部落解放j塞動に関わヲているが、 かかる活動ir.タッチしている原管

らにおいても「被翻リ部将出身であるJ旨の情報は、維に対しでも開示する種類

の情報ではない（松島尋問結巣4頁、6賞、1 8東以下回 悶悶尋問結巣4頁以下、

篠原尋問結果8頁以下）。

例えば原告松島は、どのような相手に、どのようなシチュヱーシ日ンであれば、

自分が被楚別部落出身というととを伝えるかと尋ねられ、

「まず、前提として、私が自分の出身を明かしたり立場を明かすのは、葱別を

なくしたいがためです」「地域の中では、一概に、無造作に、安易に自分の出身は

祷れません。 一定の人間の洞察が必擦になり設すJ （松島尋問結果4貰）「部縁関

績を知らないとか、部第問題の意識が低いとか、 地域の中には様々な人がいて、

時には郁蒋楚別を肯定する人？な�·もいます。 そういう中で、私は自分の出身に関

して、無条件lこ、無造作に、安易にそういうことは伝えるとLとができませんJ （松

島尋問結果6頁）と回答している。

そのような対応は本件が発生する遥か以前から …粛していることは、 2014

4ドに発行されたインタピニエ ｝記事においてもその経過が明らかである（松島尋問

結果1 9貰）。具体的には 句 問インタt·:::i. ←において「問和地区以外の人に部稼の

出身だと率践に話せる時代なんマずかJ l'. 毒事ねられた原告松島は「状況役選びま

す。 あえて曾う必要のないところ、あえてここで曾った事によって、 その瞬間に

問題が起こるだろうなっていう時には誉いませんJと回答している（松島尋問結
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果1 8�）。

原告西国は、 部落解放運動団体である解放同盟の肩書きが付してある名刺は部

格差別の撤廃に取り組む際や人権問題に取り組む際にのみ限定して交付するよう

にしていたと述べ（商問尋問結巣4Ji:以下）、SNSの向日bookを利用する際にも

インタ ーネット上における情報流通の特徴である「一度情報をあげると取り返し

がつかない点J 'a::考J議してfacebookには部落関係の記載を行わない：.ととして

し、たと述べる（西田尋問結果5頁以下）。

原告篠原は、部落解放同捜員であることをインタ ぃネット上で公開しない理由

について尋ねられ、

「インタ ーネットは、非常に情報とか事務作業上で効率、効果があるというこ

とは認識していましたが、人権とカ呼園人情報とかいうことについて、＃常に不

鮮明などころが後追い令している状況というととろの心配があり設したJ （篠

原尋問結果5貰）と回答し、

部落解放問膿の問盟賞、であるととや役職についてはどうし 、 う場面で公開してい

ましたがと尋ねられ、

「組織の学習会M喋会とかでdすね、ぞれから部落問題解決le向けた行政C'. il' 

学校の現場での学習会等については、皆怠んに報告をして公闘をしていましたJ

（篠原尋問結果5頁）と回答し、

知り合いが闘分に無断でインタ ーネット上に自分の氏潟と役職を記散した記事

を載せたことに気づいたため

「とこれが出てくると、 この目的が別のどところで利用されるという状況があるこ

とについては非常に心配しますJ

「（記事を望書いた5主んに）連絡を取って …最終的にこのような状況であると

いうこと
－

r..咽対処しMていただきました。 名前を消していただし、だと思いますJ

M蕗原尋問結果8頁）と供述している。

13 
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( 3）被盤別部落の地理的範聞やその境界は外見からは判明しないこと

被差別部落は、 かつては社会経済的に甚大な楚別を受けていたために当核地域

の住宅の外観や生活道路の幣備状況などにおいて、 明らかにいわゆる一般地区と

の相違がある地域も多身柄包した。 しかしながら、 同和対策事業の実施などに伴

い生活燃携はある犠店主務備会れ、現在では被業別部務であることが外見から判明

するということはなくなった（松島尋問結果2�）。

これに戦後の住層雪提示制度の導入や、 市町村の合併政策の機進等が相まって、

被翻リ部容といわゆる …般地区との境界はいよいよ判別しにくくなっている。 例

えば、 菅は「A 村」「B村J「C 村」町村Jが隣接して存在し、 そのうち町村」が

被差別部落とされていた地域が帝在したとして、 その後、A村からD村の4村が

合併し、住居表示の新設により旧 A 村と旧 B 村の一部が「M 市 NJ と呼称されるよ

うになり、｜日日村の一部と旧C村・旧P村は川市OJと呼称されるようになった

とする。

その場合「CJどいう呼称はいわゆる小学のレベル校して引き続き用いられるこ

とはあるかもしれないが、 「Mr↑'i OJの区間の中で、 どこまでが「CJに骸当するか

は一見して分からない。

このことを原告片岡尋問では「地元の人はどこが被差別部搭かがわかっているJ

が「地元から離れた人からすればどこが部落かは分からない」と的暗に指摘して

いる（片岡尋問結県33貰）。 「地元J ／：：いう狭い地理的範囲を外れれば、 それに

そ『復刻版全国部落調査』でも参照しない限札「ここまでは被差別部落、 ここ

から先は一般地ぼであるJなどど判断するこどはおよそ不可能である。

被告官官日は「問和地広告と特定する一話番鉄板なJ j／／；告としで「隣糊舵カ轍背集

会所ー を手掛かりに、すれば、 場所だけじゃなくて、 大体その部落の規模が／：：＇れ〈

らいかというのはみんな分かりますJなどと明怖いているが（宮部尋問結果日貿）、

仮に「隣保館Jが存ff＇することで周辺が被差別部落の可能性があると判断できる

として、 その周辺地棋のどこまでの範聞が被議別部落であり、 どこからが一般地
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区になるのかなどは分かるはずがない（片岡尋問結果3 5頁）。 「隣保館が町の中

1c:建てよったり…地区の中に建ってし、る率は高L、…が、 そうでもないところもあ

るJ （原告篠原尋問結果1 0貰）というのが実情であって、隣保館を見たちどこか

らどこまでが被崩リ部落カキ附するなどとし、う関係は一切ない。

以よからすれば、被差別部務出身であるとしづ情報は非公開の情報であ〈戸、、

一般人が弘恨司令散しない情報であり、私生活上の事実または私生活上の事実らし

く受け取られるおそれがある情報であることは明らかであって、 プライパシー情

報1c:核当する。 とのととは個人情報保護法において被差別部落出身であることが

襲商白設個人情報（機微情報）とされていることとも平ょにを合わせていることから

も明らかである。

お 原告らはいずれも被幾別部落出身者であることの開示の有無や開示する対象、開示す

る範閉そ自ら律し決定してきFたとと

上述したとおり、 原告らは「被態別部議出身者であるJということがプライパシー情

報であるとと、 特に根強い部落整別が残存する現在においてはより慎重な取り扱いを要

する「機微情報」であることから、自らが被笈別部落出身であることを開示することの

有無や、開示する対象‘範囲については自らが律し決定してきた。

本件における原告らはいずれも、『復刻版会閣部落調査J や 「都移解放問盟関係人物

一覧」の形式による情報の開示について承諾を与えたことは…切ないω

4 I解放問館関係人物一覧j のデータばら撤き行為が原告らのプライパシー機を俊答す

るとと

( 1）本人に関する情報が記載されている原告らにつし

「解放同盟関係人物一覧」に記載された原告についての記載事項は多岐にわたるが、

住所・電話番号・勤務先 ・ SNSのアドレス ・ 団体における役職者事の情報を一覧形式で記
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載したものであって、原告らの承諾は…切なしゅも、 当該記載毒事項が原告らのプライパ

シー権を侵害害することは明白である。

(2）親捜1；：関する 情報が記載されている原告らについて

原告の親族に関する記載であっても、 当核；挟と当競原告との聞の親挟関係を知って

いる者問骸記載告と知れl宏、 当者投原告が被糊リ部事露出身であるととが判明するし、糊

親方主と当骸原告が閉じ住所マ生活している場合には現在も不当に桟存する部務差別の現

状州事暑とする限り、 耕住所地方t被差別部落と見なされて部落糊リを受ける危険性が

高い（油関尋問結果5 Ji:以下） Q そのため、親族に関する官己載であっても当該原告にとっ

ては公開を欲しない情報であり、 当官亥記載は当絞原告のプライバシ…権を侵害する。

(3）記載がない原告について

「解放同盟関係人物一覧」に記載がない原告についても、提訴後、同和地区Wikiに闘

するいわゆるミラ ー十イトなどに当骸原告に関寸Q記載がな怠れる察機が生じている

（原告川口尋問結果7賞、 別紙目録3参照。原告JJI口は提訴時には記載がないが、 その

後自宅の住所や霞話番号がミラ ーサイトに掲載されるにヨさっている）。

また、同和地区Wiki内、あるいはミラ ャーサイト内において、提訴時には記載がなかフ

た情報が次止と記載されている。 ぞれは本件解訟において原管となった者について顕著

である。 例えば原告片岡は当初の配載が大幅に拡充され、 自らの情報のみならず配偶者

の病状や見舞時の写真（しかも、 闘病中であることを折嚇するような侮辱的な文雷をキ

ヤプシ羽ンとして付加されている）が掲載されたり、 原告片岡が墓参りした際の写真も

同様に拘輸するキャプシzンとともに掲載されるに歪り、 非常な，L痛を被っている（片

岡尋問結制見被告らが「部糊輪開盟関係人物一驚J会「問和地問ikiJ ［；：掲殺し

たことにより、 当該情報が単に拡散されるだけではなく、新たなプライパシー権侵容を

伴いながらインタ ーネット上に流れ続ける結果命生じ合せているの？まわって、 「部落解

放同組関係人物一型車J に記載がない原告に関しても問機の鴬味でプライバシー機｛輔が

生じていることは明らかである。
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5 『復京u版 全閏部落調査』の出版等が原告らのプライバy‘句句句句句

( 1)本籍警害の戸籍惰報lと ft首刻版 全悶部事書欄唆』言己載の地A; がf昔t主れる原告ちlとdつ し 、

上述した深刻な部落幾別の現状や、 一見しただけではEとからと
、

と設での地理的範闘

が被差別部務なのかが判然としないとしづ性質などからして、 ヱド特等の戸籍情報に『俊

刻版全国部落調査』記載の地名が含まれる原告らにとっでは当核地名に関する情報は

公開を欲しない情報と言え、 r復刻版全国部落調査』の出版等が原告らのプライ

権を侵審することは明らかである。

なお、本籍等の戸籍情報f;l:戸籍法の改正等lとより本人以外の者による取得の余地が狭

まずているこLとから原告らの戸籍情報を知る者は少なく、本籍等の戸籍情報に『復刻版

全国部響調査証』記載の地名が含まれたとしても当骸原告らにプライバシー権侵害警が生じ

ないのではないかとの考えも～応存在、Tる（松島尋問結果2 1 Ji）。

しかしながら、

あ）上述したとおり、 かつてはレンタルfデオの会員申込書Fや各種の提出書類に「本

籍」の記入が必要で、あったり、 本人確認のために本籍地が表示された免許証のコピ←

令附サしたりする必要があるな c· u 11口尋問結果3賞以下）、本人以外の者に対して戸

籍情報告？開示する場面も多々移住しており、 その時の戸籍情報が現夜も残得している

可能性が商いとど、

い）社会的には来だに結婚式の釣害事や蜘蜘蜘履鷹番号事lこヰ持告と記載させること安当

然とするかのような風潮が根強く残存していること(J JI口尋問結果4頁以下、 甲45

3) 

う）戦後の住居表示制度の導入は主に都市部で行われた経緯があり、住居表示が実施

されていない場所（主に地方）においては現友も地番が住所として使用会れている 加

とから、 当該地域においては住所から本籍地等の戸籍情報会推定することが決めて容

易であるとと

え）プライム事件等に見られるように、近年でも探偵業者などに多額の念銭安支払つ

17 



2 0 21年2月248 13時22* 蹴官事務所 NO. 1134 P. 19/77

て対象者の戸籍情報を取得しようとする「身元調査Jが繰り返し発覚しており、 非合

法の手段会用いてでも戸籍情報を取得しようとする社会実態が広〈者存在すること（片

岡尋問結果6 Ji:) 

な：！＇..
＇＇
からすれば、本籍等の戸籍情報に『復刻版全国部落調査J記載の地名が含ま

れる場合であってもプライバシー樹受容が成立寸ることは明らかである。

(2）住所に『復刻版全国部落調査J 記載の地名が含まれる原告らについて

住所は当該個人の生活の本拠地であるという住所の性質上秘匿することは困難で

あり、社会生活よも宅配便や郵便の受発僚や各種間体における住所録の作成、容積契

約の申込著書の作成などにおいて記載が必ず求められる性質の情報であるロ ある特定人

の住所情報は当骸個人と 一定程度の究流関係が存殺すれば党知で舎る情報であるか

ら、 個人の住所情報を取得しようとした場合、 戸籍情報と比較して梅めて簡単に制等

できる情報と雷える。

そして原告の住所を知る者、 「解放同盟関係人物一覧J lとより原告の住所を知った者

にとっては、『復刻版 企園部落調査』の記載を見れば原告応住所地が被差別部落であ

るととが判明するのであるから、 プライパシー権｛実害警は明らかである。

( 3）過安の住所地やi愚去の沖帯地等の戸籍情報に『復刻版全国部落鯛削昔日載の地名

が含まれる原告らについて

過去の住所地や過去の本籍地等の戸籍情報に『復刻版 全国部落調査』記載の地名

が含まれる場合であ切でも 、 当診療告らのi品安の住所地、明Di安め戸籍情報を知る者に

とっては『復刻版企園部落調査』の記載を見れば当骸原告の過去の住所地明品去の

本籍地毒事が被翻リ部落であるとことが判明するのであるから、 プライパシー権侵害f＇；］：明

らかである。

住民票の除票の制度、 戸籍の附粟の制度、 現戸籍から改製前の戸籍をた：！＇..
＇
るととが

できることなどを考え合わせると、住所地や戸籍に関する情報が過長のものであった
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としても、 プライバシ…権侵容が生じることは明らかである。

(4）親族の住所持本格地等の戸籍情報に附刻版全国部糊期制記載の地名が含まれ

る原告らについて

当官女原告の親挟の住所や本籍地等の戸籍情報告知る者にとっては、「復刻版全闘

部落調剖の記載告と見ることによって当骸親族の住開喰やヰ持地害事が被差別部繕マあ

るととが判明し、 当骸原告と当額親撲の親携関係主え知っていれば当核原管も被課別

部落の出身者であることが判明するのであるから、 プライバシ…権侵容は明らかであ

る。

部落差別は被差別部落の出身者等であることを理由とする差別であるから 、 例え一本

人が被翻リ部落から転居したとしても、親族が被蓋別部落に住所や本婚を置いていた

ことが判明したこどによって木，人が結婚室長日！jなどの郵務笈Jl!J 校受けることは十分に

あり得る（松島尋問精巣2 OJ[）。

以上から、証人尋問会実施した各原傍らはいずれも、 上昔日各類型のいずれかに当

はまる以上、 イノ千ンー権侵警の成立は明らかである。

6 原告らの一部に、被管らの本件各fr.為の行われる以前において、解放同現における役

職や被差別部落出身であることが明らかにされていた者がいても、プライバシー権が侵害

おれるこど に変わりがないこど

被告らは盛んに「原告らは、『復刻版全国部落調査』や「部落解放問盟関係人物一覧J

の発表前に自らの団体における役職など�開示していたから、 プライパシー権侵害容は成

立しなしリ旨の主張立紅会行なっているが、 下記の現陶により失当である。

( 1) 原告らは「復刻版全国部落調査』や「部落解放問盟関係人物一覧Jといった「差別

lこしカ呼リ用＜：�きないリストJ Iζ自らの 情報が官E蛾冬れることについて、一切�務令与え-r

いないこと

(2) 原告らが過杏に団体の役職などの情報を開示したことがあったとしても、そhf土部落
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差別角材商のために役立つ範囲で、 部落差5JrJ：解消の目的にiGう限りにおいて開示したに過ぎ

ないこと

( 3) 被告らが「原告において既に情報告？開示していたJどして挙げる具体例の

多〈は、原告自らが情報を開示したという例ではなく、原告以外の第王者によ

って情報が開玉沢された例であるとと（篠原尋問結果7頁以下参照）

(4) 部終解放運動における役職に関する情報告本人自らが本件以前に開示し

た原告が存在したとしても、部落解放同捜の支部の名称は市宮T村レベノレの地�

を冠しているケ…スもあれば集落単位の地名を冠しているケースもある明、岡

尋問結果26頁）ロ そうだとすれば、 当該支部の役職に関する情報を開示した

としても、支部の名称として表示される一定の広がりを持つ地域の内部のいず

れかに被翻 lj部落が春在することを示す情報を開示したに過ぎず、本件の被告

らのごとく、当核原告の住所地や本籍地等の台特滑報に『復刻版 念閣部事事調

査J lこ記載した地市が含まれるといったレベノレの情報a-開示したわけではない

とと

(5) 間体における役職等といっても、 「部滞解放同盟関係人物一覧Jの記載に

おいてその多くを占める部落解放同盟ですら部落差別解消に向けて活動する

民聞の運動団体に過ぎず、 その他の団体に歪つては宗教団体、研究団体、 市民

運動団体など私的な民間団体であること

( 6) 議員である原告については住所等が 100% 開示されているという実態

はなく各地方自治体ごとの判断であることに加え、開示されている場合であっ

てもそれはあく設で地方自治に資守る範闘で開示定れているに過ぎないとL

特に、当核開示は「解放問盟関係人物一覧J における記載のように、部事事進別

をしても良い対象者として紐づけられた「リストJとして開示されたわけでは

ないこと

なお、被告らがイン夕 、ーネット上で情報をぽらまいた「部溶解放同盟関係人
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物一覧」においては、箇顕に「とある研究者により調査された部落解放同盟の関

係人物の名前、住所、連絡先等です」との言己載の後に「喜々がエタである事を誇

り得る時が来たのだJ （水平社笠誉）。さあ、存分（；：：：持ってください。広タではな

く非人・雑種賎民系の方々や、えせ部落民の方々も混ざっているようで、すが」な

どと、背防戦された人者？ととおらに侮灘し、抑撒ずる表現告おいている（別紙関録

3）。

とれに加え「とれは不完全なものであり、活用ずる際ば情報そ鵜容みにせず

に、各自追加検宮廷を？行なってくださいJなどと記載し、実際に被告宮部は「倍加

検flEJ として原告組援＊原告片岡らの電話番号として記載された番号に梨電し、

そのときの様子を茶化しながらツイッタ ー上で報告している。 かかる「追加検

証」を 「各自」に勧めているのであるから、当骸記載が原告らの平穏を侵害する

いとは明白である ω 本件における原告はそのような 「迫力日1漁船と称した懸賞な

電話を受けるために自己の管話番号を開示したことなど、 一切ありえないロ

第4 名誉権俊幸喜

1 名誉権侵害にかかる原告主張の基本構造

( 1）誤った差別的評価を前提とした祉会的評価の低下

名誉権侵害に関する原告ら主張の概要は、 「現実の社会に不当な差別・偏見が柄主

する以上、被援訓部落出身者であるとの摘示がなされれば現実に社会的評価が低下

するのであって、名誉噛侵害となる」というものである。

原告準備香蘭1 3では、 「人格的価値に関わりのない事墳の善悪鰭と社会的評価の

低下J等の議論についてさらに補充主張した。原告らは、訴状において、 「ある人が

被：翻リ部、落出身者であるkの事実の摘示が、 その人の社会的評価を低下させるとと

になるかが問題となる。J「もちろん、被差別部務出身であるというのは、 そのさち地

によって決まるだけのことであり、 本来的に人格的価値とは関わりがないことは言

うまでもない。」と記載してよ記「議論」や「問題意機」が存在することを示した（訴
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状14賀）。

その上で、 「しかし、上述のとおり、現在の岡本社会では、なお部落盤別が厳然と

して存在しているところである（印2 ～ 6）。『被表明l部熔出身だと社会的評価が低

い』という誤った差別的評価も、 それがある程度一般に流布していれば社会的言判箇

に含まれると解おれるから． 別紙ウzブサイト閤鎌1ないし3の記事l士、各個人原

告らの名誉権を儀筈ずる 悶 Jと述べて、社会における不当な差別の桝生を前提とすれ

ば社全的評価の低下があったといえ、 名誉権侵害となる旨の主張をしている（訴状

1 5賞。 なお、訴状11�ではプライパシー権儀容との関係で問機の主張念行なっ

ている）。

(2）誤った差別的評価の存在

阿久滋麻理子氏意見番（甲127 ・ 360）、吉田勉意見書（甲159）、 内田龍史意見書

（申359）の意見蓄や様々な個別の差別事1牛にかかる番証によって、 部穏に関する

「誤った差別的静価の存主EJを立証してきた。

加えて、 2020年6月、 法務省人権擁鰻周ば 「部落援別の実態に係る鯛鷲結果

報告審J a"公表した（閉375号任）。その詳細は、原告準備蓄筒2 1で述べたとお

りであるが、間報告舎に慕づき、 「被密らの本件各行為に基づく援別情報ウェブペー

ジが検索上位lこ表示されることJ、 「被告らの本件各行為lと基づく差別情報ワェプパ

ージが多く閲覧されていることJ、 「部落差別関連ワェブベ…ジを閲覧した者はその

事実を隠そうとしていることJ、 「差別を行う意図をもって部落差別関連クニにプペー

ジを閲覧した者が一定数栴3:すること」等を主張立証した白

この点に関連し、原告松島は、 「現布、東京では都移譲別はなくなったと設える状

況ですか。Jという原告代現人の質問に対し、 山、いえ， そんな状況には余くありま

せん。J l'.回答し、その後の「どんな点から、皇室時IJ はな〈なっていないんだというと

となんでしょうか。Jとしづ原告代現人に質問に対し、以下の回答告としている。

「まず、 様々な自治体による意識問査などによって、部落盤別を宵定するよ

うな回答が未だ多数見られます。 これは陳述書のほうでも …端を述べておりま
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すけれどもロ また、 6月に公表された法務省の部落義別の実態調ゐ給開匝

告書にも明らかになってい注す。 そして、私の暮らしている葛飾では、 これも

陳述誉にも詳細触れてい京すけれども、長期にわたって数多い楚別格望書き毒事件

が多発しています。 そういう中で、 私たち解放同盟支部員はもとより、 地域の

中でひっそり暮らしている人札との譲別格望書きなんか会見てい設すα そうい

う中で、 心が痛め付けられている状況が摺像できます。 この痛め付けられてい

る、 心者しんでいる状況まで含めて郁落禁別の現実だというふうに恩ゃていま

す。 ：：：のような私たちの仲間の意識はいまだ強いものがあります。」（原告松島

6 ～ 7頁）

このように原告松島の在意によ。」ても、 法務省人権擁護局の「部落差別の実態［C:

係る調査結果報管蓄」（甲375号寵）が部落翻リの 「現実」と合致していることが

示されている。

日 「部溶解放同盟関係人物一貫J C別紙閉録3）について

( 1）解放問盟関係人物一貨の関頭記載

まず初めに、 「部落解放同盟関係人物一覧Jが、単なる電話帳・住所録ではないと

とを篠認しておく。

「部落解放同盟関係人物一覧」の冒頭は、 「『吾々がエタである事を誇り得る時が

来たのだ』（水平社宣誓）。 さあ、 存分に誇ってください。 エ タではなく非人・雑溜

賎民系の方々や、えせ部落民の方々も混ざっているようですが。」という記載からは

じまあり

水平社賞苦言（1922 （大正十一）年3月3日）の全文は以下である。

「全閣に散夜する菩が特殊部落民よ閣結せよ。

長い間j鎮められて来た凡弟よ、 過去半t蹴日聞に種々なる方法と、多くの人々

とによってなされた吾等の矯めの運動が、 何等の有難い効果を粛らさなかった

事責は、夫等のすべてが喜々によって、 又他の人々によって毎に人聞を冒涜さ
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れてゐた罰であて日たのだ。 そしてこれ等の人間を動るかの如き運動は、 かえっ

て多くの兄弟を堕落させた事を想へば、 此際吾等の中より人聞を尊敬する事に

よ。で自ら解1tc＇ぜんどする者の集闘運動を起せるは、 埼まる必然である。

兄弟よ、 香々の祖先は自由、 平等の渇仰者であり、 賞行者であった。 随劣な

る階級政策の犠牲者であり男らL零歳業的殉戦者であったのだの ケキノめ皮禁日l

ぐ報酬として、 生々しき人聞の皮a'剥ぎ取られ、 ケモノの心臓な裂く代僚とし

て、暖い人間の心臓を引裂かれ、 そこへ下らない噺笑の唾まで吐きかけられた

呪はれの夜の悪夢のうちにも、 なほ誇り得る人聞の.rtoJ士、 摺れずにあった。

うだ、 そして吾々は、 この血を享けて人間が神にかわらうとする日寺代にあうた

のだ。 犠牲者がその熔印を投げ返す時が京たのだQ 殉教者が、 その荊誼を祝福

される時が来たのだ。

喜々がごEみである奉者？誇り得る時が殺たのだ。

各州立、 かならず卑胞なる言識と怯憾なる行織によって、祖先を辱しめ、 人

間令習慣しではならなぬ。 そちして人の世の冷たちが、 何んなに冷たいか、 人

開会動る事が何んマあるかa:よく知ってゐる欝々は、 心から人生の熱と光を麟

求理殺するものであるの

水平社は、 かくして生れた。

人の世に熱あれ、 人聞に光りあれ。」

日本最初の人権宣言として社会的にも広〈認知されている（朝日新聞2012年04

月10日朝刊）。原告部落解放同盟は、 二の水平4主宣言雪を含む企図水平＋土の歴史と伝

統合受け継ぎ、 部事審議店リ(J';撤廃b人権社会の確立命日的とナる間体である（印公）ロ

そのため、 水平ヰ土質告書は原告らにとって、格別君主要なもの（綱領では「部糊軍放運

動の思想的源泉Jと姿現）である。

「水平社主主曾Jの 「苦手々がエグである事を誇り得る時が来たのだロJは、 「エ グJ

などのま害�ljするための言葉を、整則される側の部落民自らが、差別撤廃と平等を求

めるといったさを，g1J怠れる立ち上がりの文脈で使用したことに意義がある。 これに対
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し、 「部落解放問盟関係人物一覧J 箇頭の「さあ、存分lと誇って〈ださい。 こにタでは

なく非人・雑種賎民系の方々や、えせ部落民の方々も混ざっているようですが。」は、

対照的であり、差別する側が、 「人物一覧J lと掲載された者を晒し、陣織し、侮獲す

ると同時に、部議差別を扇動するものであることは明らかである。

（♂）本人が掲載されている原告

「被義別部務出身だと討議的評価が低いJという誤った室長別的評価も、それがあ

る程度一般に流布していれば社会的評価に含まれると解される。

現在の岡本社会では、なお部落糊ljが厳然として存裂しているとふろ、 「被援別部

落出身だと社会的静価が低い」という模、った差別的評価は、名誉権における社会的

評価に合主れる。そうすると、解放問盟関係人物…覧に原告らの氏名等を掲載して、

原告らが被差別部落出身であるζとを示す情報を公開することは、社会的liSI対面を低

下合せる事実の捕示だといえるω

なお、 「住所，議話番号が掲載されることによる危険」、 「投職が掲載されることに

よる危胸、 「私的団体の役職等が掲載さ。れること による危険J、 「勤務先が掲載され

ることによる危険J、 「生年月間が掲載されることによる危険Jは、原骨判街奇書簡1

1 の 3 (1) [8 ～ 1 0 頁］を容照。

したがって、 「部務解放同盟関係人物一覧Jの公開は、原告らの名誉唱をf受容する

(3）親族が掲載されている原告

原告が、解放問盟関係人物一貫に氏名等が掲載されている者と親族関係にあり、

その親族と同じ住所に居住している場合、原告も被差別部落出身者と判断されて部

格差別命受けるおそれがあるω

また、原告が、解放同盟関係人物覧に氏名等が掲載されている者と親族関係に

あり、その親族と同じ住所に暦伎していない場合でも、親検関係lとあるとと告知っ

ているヰ普からすると、原告の被差別部務出身が判明して部務差別配受けるおそれが

ある。

例えば、原告池田は、解放同盟関係人物一覧に同人の父親の氏名・住所（本籍地
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と同じ）・電話番号が掲載主れた（原告池田5 ～ 6貰） o とれは、原告池田の実家の

住所 ・ 電話番号が掲載されたことを意味する（原告池田6頁j。原告池固と、 同人の

fえが親子関係にあることを知っている者から十ると、 原告が被楚別部務出身ーだと判

明する。

このように、焼牧問盟関係人物一貫に原告の親挟め氏名等そ掲載することは、 原

告らが「被議別部務J出身等の情報告t公開すること告と意味し、社会的評価な低下さ

せる事実の摘示だkいえる。

したがって、 「部落解放問盟関係人物一覧Jの公開は、原告らの名管機会侵害Fナる

(4）掲載されていない原管

解放問盟関係人物一覧に氏名等が掲載されていなかったとしても、被差別部落出

身である原告としては、自分もいつ掲載されるかという具体的な恐布がある。

また、 被告営部が濠営に関J詳しているととが強〈推認おれるミラ ーサイトは、 よ

り具体的な情報が追記されたり、 提訴時には掲載されていなかった原告が新たに掲

載されたりと、情報が更新されていっている。 とのことも考え合わせると、被告宮

部が解放問盟関係人物�党合作成した二とにより、 その人物一覧に掲載おれていな

い原管であっても、)5/JドメインのウエEブサイト（たとえばミラ ーサイト「岡和地

区comJ）で、 氏名等を公開される具体的な危険が生じているといえる。

例えば、 原告池田は上記のとおり元の同和地区w也iには氏名は掲載されていな

かったが、問和地区w訟iのミラ ーサイトには自身の氏名が加筆されている（原告池

困6頁）ロ また、原告宮本は、 「裁判前に『部落解放同盟人物一覧』を見とこる、私

の氏名、役職、住所、鷺話番号が掲載おれてい設したο とこの役職は｜闘し 、 ものであり、

住所と篭話番号はまちがったものでした。 これがいまだに閲覧することができるミ

ラ ーサイトでは、住所も電話番号も宜しくなっています匂 気持ち悪〈、 恐怖を覚え

ます。また、2018年のはじめ頃、私の連行会いの名前がミラーサイトの『部務関係

人物一覧』に乗せられましたロ 住所等の情報は今のところ間違ったものとなってい

ますが、私同様いずれ正確に記載されるのではないかと心臨していますロ 私とその
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連れ合いの関係は、記載されていませんが、いずれ舎かれるのではないかと心配し

ています。このように差別情報がより正確になり、充実していっているので‘す。」（甲

1 7 6）と述べている。

つまり、解放同盟関係人物ー賞に原告の氏名等が掲載されていなかったとしても、

被告宮部が解放同盟関係人物一覧を作成し、管理していると台自体が、原告らに向

けられた部務糊りが4にじる具体的崎険会作出しているということであり、社会的評

価を低下させる事実の摘示だといえる。

したがって、解放同盟関係人物…覧に原告らの氏名等が掲載されていない場合で

も、被告宮郁の行為により名誉権侵害警が生じているといえる白

3 f全国部落調査」（別紙閏録1 ・ 2 ・ 4）について

( 1）被鑑別部務に該当するかどうかの判定

特定の住所が、復刻版全国部務調査（訴状別紙目録4）の「部務所在地」、「部落

名J、 「現在地Jのいずれかの欄ど合致していれば、当核住所が被差別部落だと判明

する。

(2）住所・本籍の特定

ア既知の場合

郵便のやりとりをする、訪問したことがある等により原告らの住所を知ってい

る者も少なくない。地番まで定確に知らなかったとしても、会話等により原告ら

の居住地区（字など）を知ってし、る者もいる（Ef! l 3 0号昔iE 3頁等）。

例え Ii、原骨川口は、漬物鳴について「うちの自治会名にもなってい殺すし、

パス停や、いわゆる悶舎に行く ι 住所表記って、市町村合併や市の住所表記の

感じで10年に1固とか何十年かに変わります。地元の人は旧来からその呼む喝

で言っている通称名ですね、自治会名が使っていますので、郵便物もこれで屈を

ますし、いわゆるうちの地元に来れば住所名よりも、この通材唱のほうがやっぱ

り普通に使われているものです。」（原傍川口6 ～ 7貰）と述べている。
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イ 部溶解放問盟関係人物一覧等によって知る場合

原告らの住所を知らなか‘ったとしても、 部落解放同盟関係人物一覧には相当数

の原告の住所専管話番号場事が記載されており、 とれにより原告の住所を稼おに知

ることができる。

また、 「同和地区w泳iJのミラ ］サイト（ヨピー伴イト）である「問来日地区

ω瓜J I土、被告宮部が「問和地区別主iJ本体を閲型車できない状態にした後でも閲

覧可能であり、本訴訟係属中に住所等がE確になる、 私的団体の醐哉が追記容れ

る等記載内容が更新されていっている（原告池間6頁、原告西国3頁、!fll70、

甲1 7 6、 明296等）。提訴時点の「同和地区w也iJの部落解放同盟関係人物

一覧には住所の記載がなかったり過奈の住所の記載がされたりしていた原管であ

っても、 ミラ ｝サイト「問和地区. com」の「郁落解放同盟関係人物一覧」では

住所が追加されたり住所が現なのものに賞新ぢれたりしている（申1 7 6等）。つ

まり、 「問和地区w泳iJの 「部滞解放同盟関係人物一覧J によって知ることがで

きない原管の住所であっても、 ミラ］サイト「同和地区 comJの「部落解放問

盟関係人物一覧J によって、容易に知ることができる。 なお、 原告らは、 ミ

サイト 「同和地区 comJ は被告宮郁が原告ら運営ないし同ウェブ
、
サイトへの書

き込み等の関与をしていることを主務立証してきた（準備蓄面4の第2のZ、 原

告ら潜繍審函7の第百の3等）。

ぢ引に被告宮部が匁012年に開設したウιヴサイト「住所でポン I J （後に

改名して「ネ了／トの篭話帳J ）を使用すれば、個人の氏名を入力すると、その個人

がネットの常詩帳lと主主録されている場合（NTTの電話帳に掲載されでいる場合）、

その者州抑庁の文字情報及びその住所告と示したグー グノレ？シブが議示される（原

管準備書留5の第2 [ 8 ～ 9頁〕）。住所でポンのミラ ーサイトおよび「ネットの

電話帳Jは現時点でもインタ …ネット上で閲覧することができ、検索すると相当

数の原告らの現住所が表示された。被告宮部も、 「住所でポンが生まれたきっかけ

が、電話帳を利用して部落と苗字の分布の相関関係を検粧しようというところか
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らきている」と述べ（被告宮前25頁）、同和地区帆M及び住所でポン（ネット

の電話I極） の作成図的について「同和地区の場所を特定すること自体が図的」と

述べている（被告1首都27貰）ことからも、上記のように問和地区w武i にアッブ

ロ ー ドされた 「全国部落調査」等と住所でポン（ネットの電話帳）を組み合わせ

ることで、特定倒人（例えば原告）について被援別部務出身であること令特定すa

ることは本来的に惣1食された利用方法である。

ウ 開示 ・ 身元調査等によって知る場合

原f告ら準備著書面8 ・ 9 ・ 1 0で述べたとおり、原告らの住所（現住所 ・ 過去住

所）や本籍（現本籍・過去本籍）情報を開示 ・ 身元調査等によって第三者が取得

することは十分にあり得る（原告片岡3 ～ 5賀、原告松島8］言、原告松岡9賞、

原告川口4～ 6 ・ 1 3 ～ 14頁）。

京た、原告ら準備書簡8 ・ 9 ・ I 0で述ペだとおり、原告らの配偶者や霞苓空軍

臓の低所（現住所 a 過去住所）や本格嶋本籍・過去本籍）情報合開示骨身元調

査等によっ切で第三者が取得するととは十分にあり得る（原告片岡3 ～ 5頁、原告

松島日賞、原告松岡9 :J!l:、原告川口4～ 6 ・ 1 3 ～ I 4 :J!l:）。

(3）被差別部落出身かどうかの判定

「全国部落調査」記載の「部落所在地J、 「部務名」、 「現在地」と原告の本籍、現

住所、過去住所、親旗の本籍帽現住所，過去住所を照合すれば、原告が被翻rJ部落

出身者だと判明する。とれら照合に関しでは、事実実験公1日正望書（申3 4 4）によ

って立証した。

(4）部落譲別被害

上記（ 3）のように原告らが被援別部務出身だと判明し、部手害援別の被害警告と受け

る可制捌症が十分にある。また、原告らの親族（画E偶者や直系尊属）が被楚別部落出

身だと判明し、部務差別の被容を受ける可能性が十分にある。

原告ら準備蓄面2の第I [ I ～ I 7頁 ト 準備書面3の第1の2 [3 ～22頁］で

述べ、陳述番毒事でも立註したとおり、部落議別は、結婚控目ljJや就職差別をはじめと
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して時には命も奪いかねない甚大な被害を生む。 とりわけ、 ここ数年においても結

婚差別事件が発生していることは十分に考慮きれなければならない（原告川口4～

6賞、 申8 5, 1 5 8、 1 7 6など多数）。

また、 本件ではインタ ーネットでの企滞開もされていることも十づ士に考慮されなけ

ればならないω 被告らがインタ ーネットよで稚もがダウンロ ー ド可能な状態におい

ていた複刻版会関部落調驚（ミラ ーサイトでは現慌でもダウンロ ー ド可能。）が、依

賀県内の個人によっで印刷され、インターネット上の7!}-'<i'"ーケット「メ／レカリJ

に出品され、 売価350 0円で、行政関係者が気づいた時は既に3冊が販売済みと

なっていた（甲3 4 6）。 佐賀新聞は、 「出自をめぐる差別は普段は見えないが、就

職や結婚など人生の節目に出現する ロ そして人を排除し、引き裂く。購入者は一体

何のために買ったのか。出品者はコトの重大性を認識しているのか。 …インタ ーネ

ットの普及で ；！＜： �gまな情報が瞬時に手に入るようになり、 個人が自由に情報発僚

できる時代になった。 ただ、和胆性ゆえ、社会規範な逸脱した行為や権派rJ俊答を誘

発しやすい。 一度ネット上で広がれば長期間残り、 不特定多数の自に触れるという

点で、影響は大ざし謀説jだ。Jと部事事差別の特除、インタ ーネγトの特性役踏まえ

た的確な指摘をしている（甲3 4 6）。とうした摺輔のとおり、インダ ーネット ーとで

被浸別部務所在地情報が附されるということは、 半永久的に部事客翻リを助長すると

いうことを意味する白

したがって、 原告らが「全国部格調；笈Jの公開によって重大にして馨しく回復困

難な損害撃を被るおそれがあることは明白である。

（ぉ）小指

以上のとおり、 「誤った議別的評価J （部務鏡店リ）の現状からすると、 「被差別部移

出身者」として出版物やインタ ーネット上ーに表示されるととは、社会的評価会低下

させる毒事実の摘示だ加、え、 「全国部響調棄Jの公開は原告らの名誉権を侵害するロ
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第5 艶別されない本舗リ

1 私人聞において鑑別されない権利

被告ちは私人であるため、 憲法の規定が箆接に適用されるということはないが、被告ら

の行為によって原告らの人格権の侵害が生じ4ている泊噌かの判断をするにあたって、 憲法

で定められた人権規定の綾旨令考慮十るととができる ω

策法14条第lJ：＇.震では「すべて国民は、 法のヤに平等であって、 人穂、信条、性別、社

会的身分又は門地lとより、政治的、経済的又は社会的関係において、援別会れなし、Jと規

定各れ

人は皆、 fif'U�ffi子まざるとにかかわらず社会や世間から様々な評価をされて隼きている

が、 人は、社会や世間から偏見を持たれていないと思うことができて初めて、 円滑な社会

生活を営むこLとができる。 もし人が、 自分に対する差別が社会に蔓延している（もしくは

繋延しているかもしれない）ど感じた場合、 人は日常生活においで様々な心理的負視を負

わなければならな〈なり、 円滑な社会生活な営むミとができなくなる。 円滑な社会主包括を

営む利益l士、すべての個人に保障会れるべき利主主マあり、憲法上保護に償十｛；）利益である。

そのような利益:r保障するためには、 自分に対して、差別すなわち 一定の類製に向けられ

た嫌悪感や蔑視観に基3く行為が行われていないと確信を持てる環境が必要である（前述

した、 人樹奮の基礎たる「平穏生活権Jとも遇成ナる）。

そこで、 憲法は、 国家は差別的な意図を持つ行為をしたり、差別を助長する効果のある

行為をしたりしてはならないどいう「非差別原則Jを定めるとともに、主観的にも個々人

に「差別されない権利Jを保障したのである。 原告ら個々人に「差別されない中齢リ」が保

障されており、 完療法の明7たから、 とれに「相会的身分引な門地J によって差別されない権

利が含まれることは明らかであるから、 原告らの人格権の侵容について検討する際には、

原管ら個々人に保障されている「社会的身分又は門地によっ
、

て差別されない権利Jの趣旨

会考慮すべきである（甲1 6 0・村寸草案太意見書）。

原告らのうち1名が本件訴訟の対象となっている損害賠蹄育制穫の一部について、 不動

産仮謝申命令申立てを行い、 これを認容する仮差押決定に対する保全奥様申立亭件につい
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て、横浜地方裁判所相模原文部が、 2017 年 7 月 1 1 日に苦言い渡した決定では、「他唱すか

ら不当な蓋別行為を受けることなく円滑な社会生活を営む権利利益は、『差別されない権

利』どし寸名称を付するか管制まkもかく、人格権もしくは人格的利益のーっとして保障

されるべきものと解するところ、 日本国内でこれまで問和地区出身者に対する義別的言動

が畏〈行われて'f::tc:.経緯があったとどに照らすと、債権者が、 問和地区出身者出あるとど

会開示冬れるニとは、 それによって、 現に義別的取扱いを鷲けていなくても、 いついかな

る時に、 知人のみならヤ見ヤ知らずの第三者から怠えも、禁別的取扱いを受けるかもしれ

ないという懸念を増大させ、 その平穏な生活を脅かすものになるという点で、 その権利利

益を侵害するものといえる」（甲 79 ・ 1 7 から 1 8 頁）とその権利性を菰めている。

2 本件蓄籍及び本イ特B事の性質

( 1）差別会助長する表現

ここで、 本件ウェブサイト関長設定及び3の記事役みると、 これらの記事問、被鏡店リ部務

会特定し、 あるいはある個人が被醐リ郁蒋出身者ヤあるとどあるいは解放問駅いう被援

別部落出身者a'構成員とする団体の関係者であること析す内容であり、 部務醐ljがなお

厳然と残っている現状においては、 そのような事実が摘示されることは、 摘示された当骸

個人に身体的・精神的虐惑を与え、 その人聞としての尊厳を侵害するだけでなく、差別を

助長し、差別の固定化に寄与することになる。

本件ウェブサイト目録lの記事は、 全国に分布する被期rJ部落川師、世帯数、 人口、

職業、 生括程度に関する欄盃結巣をまとめたものとされる「金闘部落調直」であり、 出版

が予定されている書籍は、 との復刻l版と称して、被告らの舎によれば「原典に掲載された

全国5360以上の部落の士齢、 世帯数、 人口、職業、 生活程度をリスト化したものJに

「原典では昭和初期のものとな，っていた地名に加えて、 現庄の地名を出来る限り掲載Jし

たとL叩内容である。 二のような記事は、 同様の内容を配徹した「部落地名総粧が就職

差別や結婚差別（1::利用され、行政からも「差別図書」であるとの判断を受けたものである

（申2）ことからすると、問様に、差別を助長し、差別の闘定化に寄与するものといえる。
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( 2）アウティングの権利侵審性

「アウティング」によって、 個人情報がいったん不特定の人に対して公開あるいは特定

の人に対して開示されてしまえば、 その情報l京、自分の知らないところで、 誰に、 いつど

う伝わるか全く分からず、 自分がコントロ wーノ］，，することができない状態になる ω 差別が現

実社会に存得する中で、 自分ft闘する「アウティングJが行われれば、 当人l士、差別の対

象になるかもしれないという恐布と、 どのようにその情報哉、知った人に接し，でいけばよい

のかという9齢、不安を感じて、平穏に彩、生活を営むことが不可能になる ロ とれがまさに人

格権としての「差別されない権利Jの侵害である。

だからとそ、差別につながるセンじチィブな情報については、 維を対象（1:、 どのような

煤体を用いて、 どのタイミングで、 どのような伝え方をするかというすべてが自己沃定権

の対象にならなければいけない。

原告摺備著書簡1 5 ・ 2 1 ～ 23頁で具体例をあげたようにアワティングは、 自分をめぐ

る人間関係の中で、 何の承諾もなく、突然自分だけ裸になっておらされるようなものであ

り、 人間関係省r切断し、 倒人の尊厳令侵害するもの勺あるぽかりでな〈、 自分社暴自書され

たことの不安感や孤立J惑によって時によってl丈人のさ絞殺るカ役軍事うものである L東京高裁

2020年 1 1 月 25 岡判決・「アウチイングは人格権やプライパシー権を著しく損なう

許容れない行為であるJ皆の判断を示した裁判例参照）。

これまで原告らが主張してきたように、 「部落地名総鑑」事件やプライム事件で行われた

」智光鯛査は、当然本人の同意を得ずに行われており、 「被裳)31）郎、落出身者Jであるとのレッ

テノレを知らず知らずにはられた者は、 その結果、結婚差別や醐畿差別を受け、 人生の岐路

で苦芸大な権利侵害を被っている。 そのとどは、原告らの陳述書の多くに、自分や親族、 地

元の知り合いにおこった結婚差別の事例があげられていることからもよく理解できるとこ

ろである。

原告） I ［口は差別主れない権利が損なわれば平穏に北iさ ることができない、 実際に生じて

いる被害の大きさを、以下のように表現した。 「今回の彼たちの、部将地名総鑑をネット上

に公開すること、出版すること、解放問盟の〆人物一覧をネシト上に公開するという行為が、
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私たちの本当に強別会れなL、中断Jj、 不安なんです。 それだけでも不安。 いつ差別されるか

分からない。差別されていることも気付けないんです。 ネットで身元鯛査をされてしまう

と、被害草者はその葱引に気付けないと。 その怖さがあります。 それと、 全閏水平社といっ

て、 1 9 2 2年にできて、約1 0 0年、 この1 0 0年問、身元調査をなくすために、 壬申

戸籍の永久封印をしたり、 戸籍簿を他人が見れなくしたり、結合併目談所には独身楳明とい

うの役作ったり、職業安定法な改正旬、就職議別がでさない状況制下ったりしてきたこの

1 0 0年聞の取組を一瞬lとしてパーにしました。 このネyトに残った情報l立、 ヂグタノレタ

トウ ｝、 消えませんから、 その永続的に続く被害におびえ続ける ロ 瀧別されなし、中断リ、 こ

れを是非、やっぱり回復する手段をして欲しいと恩っていますJ （原管J 11ロ尋問結果1 3か

ら14頁）ロ

3 「解放問盟関係人物一段J について

(1）本人が掲載されている原告

「解放問盟関係人物一覧J l士、部日苓翻リの助長や闘定化をもたらし、人格権の一内癖で

ある議別されない権利（策法14条1明会儀容ずる。

(2）親族が掲載されている原告

原告が、解放同盟関係人物…買に氏名等が掲載されている者と親族関係にあり、 その親

族と同じ住所に居住している場合、 原告も被差別部落出身者と判断されて部落翻 Jjを受け

るおそれがある。 また、原告が、解教問盟関係人物一党に氏名等が掲載されている者と親

族関係にあり、 その親族と同じ住所に居住していない場合でも、親旗関係にあることを知

っている者から十あと、原告の被業;ijlj部落出身が判明して部落差別令受けるおそれがある。

つまり、「解放同規関係人物一覧j i士、そこに原告らの氏名等が掲載されていない者にqい

ても、 部落葉別の助畏や閏定化事？もたらす。

したがって、 「解放同盟関係人物一院は、原告らの差別議れない中耕リ（策法14条1項）

を侵害するものである。

( 3）本人も親族も掲載されていない原告
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解放同現関係、人物…覧に氏名等が掲載されていなかったとしても、被議別部落出身であ

る原告としては、自分もいつカキ島載されるであるうという蓋保性の高い恐怖を感じており、

その恐怖には合理的な根拠がある。

被告官官官が運営に関与していることが強く推認されるミラ ｝サイトは、 より具体的な情

報が追記されたり、提訴時には掲載容れていなかった原告が新たに掲載たれたりと、情報

が日々更新おれている。このことも考え合わせると、被告官首都が「解放問脇関係人物一貫主J

令作成したとどにより、 その人物一貫に掲載されていない原告であっても、 5.Jlj ドメインの

ウェブサイト（たとえばミラーサイト「同和地区. co皿J）で、氏名等告と公開される具体的な

危険が生じているといえるロ

つまり、 解放同盟関係人物一貫に原告の氏名等が掲載されていない場合でも、被告宮部

が解放同盟関係人物一覧を作成し、管理していること自体が、 原告らに向けられた部落差

別が生じる具体的危険を作出し、 もって部事審議別役助長 ・ 闘定化するものである。

したがって、 「角紡土問盟関係人物一覧」は、原告らの差別されなし中耕リ（憲法14条1頃）

を侵害寸るものであるα

4 「会園部落調査J について

「全国部落調査Jは、差別のためにし力相j周できない被送別部落の所在地リストである Q

このような差別にし力相J用できないリストを作ることは、単に差別を助長するだけではな

く、 それ自体が「このリ只トに！）ストアップされた者は悲別されてもいいものだJとし寸

表現を含む攻盤であり、 …種の／～イトスピ｝ずであり、 不法行為に当たる ω

第6 原告解放同盟の「業務Jな円滑に行う権利lの俊議

1 原告解放同盟の活動の阻害

原告解放同盟は、糊議羨別及ひ袖婚差別をと被差別部務lと対する差別廃絶の3重要な

課題として取り組み、具体的には、人事資料や身元調査のために悪用された「部落

地名総鑑Jについて、各方面にさまざまな働さーかけを行ってきた（� 2 ～ 6、片岡
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尋問調書2～4頁、 1 1から1 2頁）。

こうした働きかけの結果、∞各地に同和問題企業連絡会が結成され、②「企業内

問和問題制度推進�Jの般質、φ部落差別につながる調査を規制する条例の制定な

どがなされた。©「部海地�総鑑Jに対しては、行政から声明、 通達、軍事詩が行わ

れ、これが差別を招来し助長する勝賞な差別文舎である慢の官官、識は社会的陀も共有

討し、法務省は調査し間収した「部潟地名総鑓むや販売用のチラシは焼却処分され

？℃ロ

こうした成県は、主主に原告解放問腺の活動の成身生であるが、本件記事のウェブサ

イト上への掲載や本件書籍の出版は、それらが就職差別や結婚差別に悪用されるお

それがきわめて高〈、差別の解消をめざす原告解放問盟のこれまで積み上げてきた

取組みが水泡に帰し、現在及び将来の活動に著しい支障が生じることが明らかであ

る（「人権意械の向ょや譲別行為の根絶絡を問的として積々の取組を行vっ ている

告人の同和対策事業ないし恥人権啓発事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るものというべ舎であるJと判断した最高裁平成26年l 2月5日判決教照） ω

原告解放同盟の副委員長である原告片岡は、原告解放問3裂が「問和教育や啓発な

進めてきましだけれども、せっカベ理解がすすんできているのに、 c:·::i)＇＼部落だ
、

と

いうふうにさらすことは、 その成果を無駄にしてしまうζとになると思いますJ、

（同和地区が）「ょうやく周辺の地域とあまり変わらないような環境が作られてき

たのに、改めてどこが部将だという情報をホットに公開したら、それまでの努力が

やはり台無しになってしまう」と述べている（片岡尋問調書1 2頁）ω

また、被告らによる記事のウェプサイトへの掲載台本件警籍の出版の後、アイス

ピックやカッタ ーナイフの刃を同封したり、封筒口にデザインナイブの刃先告と張り

付けた郵便物が解放同盟の事務所や役員宅lと送付され、原告解貫主問盟委員畏である

原告組奴はナイフで指合切ってしまった（申439号、松岡尋問3～7�）。

36 



2021草 2月248 13時28分 脇被事務所 N0.1134 P. 38/77

2 原告解放同盟の構成員たる被差別部落民の人格権の侵審

記事のウェブサふイトへの掲載と木件書籍の出版によって、原告解放同盟関係者の自

宅明;iii:絡先れ容易に推察され、その結果、差別ハガキや瞥諾等の嫌がらせを受ける危

険があり、そのJ二とによ勺て、原告解放同盟の職務遂行に支障を来し、ひいては業務

の馨しい能率低下会引常起こすおそれがある。 また、本件ウこ民ブサイトへの配事掲載

と本件書籍の出版について、原告解放問股の役員らは、関係各所への働きかけや被告

らへの対応など会余儀なく容れ、通常業務の一部に停滞が生じるなど、すでに業務議

行への支障が発生してし、'Oo

3 ;J、括

したがって、本件記事のウェブサイトへの記載と本件書籍の出版は、原告解放同盟

の「業務」ょの権利をはなはだしく侵容するものといえる。

第7 被告らの掲載資任

1 「問和地区．みんなJの記事に関する被告らの貸住

「同和地区．みんな」ドメインの「同和地区wiki.Jに関する掲載責任を負うことにつ

いては、 原告準備蓄商4の第Zのl、 原告準備蓄面7の第2の3等で主主張立証したと

おりであるが、被告らの尋問を経て、 その責任はますます明らかにな、った。

被告宮郁は、 刃014年5月日間f：：：問和地区wikiを殺置したこと、 「最初は自宅サ

ーバーでやっていたのでP 完全に私が全部管理してい」たこと、同和地区間.ki.からダ

ウンロ ー ドされる「全閣部格調査Jについて「ダウンロ ー ド数も寺っちり把擦できる

立場にあったJ ：.と（被告宮部が尋問で地べた「全閣部務調査は， それはまた別のと

ころにも置いて主した、 同和地区W虫i とr丸Jの「男 ljのところはJとは「凹ya.beJ

ドメインのウェブサイトの与とマある（甲25等））、 2016年3月28日付ツイ

トで「突然ですが、 同和地区Wiki管理人を辞めます。」と発信し、 開発信が自己の裁

判上の主張と矛盾すること、 印7 7記載の管理履歴についてそのほとんど全てを被告
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宮部が行ったことを認めている（被告宮部1 2～1 6�）。

また、被管三品は、 「金園部落調査」を示現合として出版することを餌識していた（被

告ま品2貰，6貰）。他方、被告三品l士、ウェプサイトでの「全国部絡調査」（復刻版

等合む）の公開については、認識し，ていなかったと述べるが不合理であり、信用でき

ない叩 仮に被告三三品が被告営部から復刻版等のウzブ、への掲載等書？知らされていなか

ったとしても、 示現舎のウェブサイトでなされた復刻版予約注文の告知（申1 0）等

には「全関部落欄置は既に『同和地区Wi.lrilで無償マ公開されています;o�、ぞれを敢

えて書籍fじしたものになります。J等記載されており、2 0 1 6年3月には療議から復

帰していた被告三品が、 とういった示現舎のウェブサイト等を確認しないことは考え

難いυ

したがって、被告らは、 「同和地区．みんな」ドメインの「同和地区w也i」に閲する

掲載責任を負う。

お 「問和地区剛comJ （ミラ ーサイト）の配事に関する被告らの賛任

「閲和地区co瓜Jドメインの「問和地区w泳iJ に関寸る掲載資任者？負うことについ

ては、原管準備蓄面4の第2の2、原管準備蓄面7の第2の5 ・ 第5のふ原骨準備

書lml 4等で主張立証したとおりであるが、被告らの尋問を経て、 その責任はますま

す明らかになった。

被告宮部は、 「同和地区com.Jドメインの「問和地区w也iJを管還していることは

認めていないものの、 「企園部落解放協議会5年のあゆみ」、 「全国部落解放協識会」で

の「全閣部糊鵬J等の配布「部落探訪J、神奈川県人権啓発センタ ー名義でのもuTube

発備など本件仮処分命令の違反 ・ 潜脱行為告と多数認めており（被告宮部お7～3 4�）、

「同和地区comJドメインの「同和地区w止iJを管理しM口、るととを推害容させる事実

が多数it.証主れたロ

加えて、被告宮部は、 事実実験公正証書（甲3 4 4）について凹ya.beには掲載し

たかどうか覚えていないと述べるが（被告宮部38 ～ 3 9 Jal:）、氏名のみを＂＜Aキング
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した（原告番号等は？スヨFングなし）事実実験公正在審（甲 3 4 4）が rniya.be 上に

アyブロ ー ドしていることは明らかであり、事実に反する。被告らは、 2019 年 9 月

11日に示現舎ウ品ブサイトで 「金閣制格調資事件第8問弁論準備学統」というタイ

トノレの記事を公開しており、 その内容は次のとおりである（一部抜粋）。

「 2 0 1 9 年 9 月 1 1 日 1 1 時日 0 分から、 東京地裁民挙 1 3 郁で全閣郁容害調

王家事件の弁論準備手続がありました。以下の報告動蘭�ご覧ください。原告（解

放同盟）側の書面はとちらです向。

Z経絡書面（ 1 1l 『odf

準［庸書面C 1 2) .odf 

準備書面（ 1 3) .odf 

甲 344 公正在容odf

申 346 骨 347 時 349, 351 時 3 5 2.pdf 

粧拠飢明著書（申 a紛～即 352) .odfJ 

例え；皆、上記「甲 344 公定粧議pdfJ をとクリックすると、 「h枕口：／／filAR. t.o枕0吋l口口n.m 

iva.be/data/2016 %。6%9d%b1 %e4%ba%ac%e5%9巴%b0%。8%a3%81H28419/201

9・9幽 11 ・%e7%ac%ac%e何1ibc%98%e日%9b%9e%e何%bc%81%。8%ab%96%e6%ba%9

6%巴5%82%99/%e7%94%b2%。f"A,bc%93%巴f"A,be% 94 %巴自1ibc%94%20%巴5%85%ac%

e6%arl%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8.ndf」にジャンプし、 「 甲 344 公正粧審pdfJ

（全 26 貰）がま提示される。被告らは～氏名にはすスキングをしているととから見て、

意図的に権僧犯的に原告番号をマスキングしていないといえる。 ここまで用意周到に

アップロ ｝ ドしておきならが、 「 記憶がなし＼J t:述べるのは晃容しく不自然・不合壊であ

り、被告らによる住舎の信用憶は機めて低い。

また、被告三品も被告宮部の苦言動についてTwi枕併を含めて容易に穂識できる立場

にあったq

したがって、 被告らは、 「同和地区.comJ rメインの「同和地区w立ii に関する掲

載責任を負う。
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第8 被管王品の費低及び総務執行社員の責任

1 被告三品自身の個人責任

NO. 1134 P. 41/77

被告三品は、被告示現舎の業務執行役員であり、被告宮部とともにウ品ブサイト「示

現金」「問和地区Wiki」を選営＊管理している者である（鱗状4�）。被告三品が、被告

宮部と共問してウェブページ 「示現舎Jそ灘営しているこど、合開会社である被告争現

舎に住民簿上の住所会賢いていること等から、被告ぷ品に「故議又は過失Jに義づく胤

告らへの権利侵害事行為がある（訴状34頁）。

具体的には、①被告三品は、被告宮部と共に、法人化ずる前の「示現舎Jを立ち上げ、

その代表を務めていた（三品尋問綱審4頁、甲4 5 4）、＠被管官部と共に合同会社であ

る被告示現舎の業務執行仕員を務め、 被告三品は被告示現金の事務所として自宅を提供

している（三品尋問調書5頁）。 また、＠2010年から20 1 6年にかけて、 「同和は

タブーではないJ （合許3冊）、 「問和と在日J （合計7冊、 乙5 9）等の被業別部絡に関

連する議籍（少なくとも1 2冊）を被告首都と共著で被告示現舎から出版し、 その発行

入者？務め、自宅事？発行所としている（三品尋問日東）。また、骨被告営郁は「鳥取ループJ

の名前で、被告示現舎のか｝ムページにおいて、202 o年記月8日に「会関都高調議J

の予告記事を出し、問年4月1 8図には、 「全国部落調査Jの印刷用データを広く頒布す

る留の予告記事を出しているが、 被告三品は同ホ…ムペ…ジの投稿者であり、 同年3月

2 1図、 23日、 27目、 4月22日にも投稿しており（甲380-1, 2）、被告三品

が被告宮部の予告記事の投稿を見ているはずである り ④三品自身が、被令官官官から被告

示現金で「金園部落調査」復刻版を出版することを事前に聞いていたと供述している（三

品尋問久賞、 6貰）。

また、被告三品は、部溶解放問盟関係人物一覧の作成には関与していなかったと供述

するが（三品尋問2頁）、前述したよろに、被告三品が被告宮部及び被告示現舎の業務に

密接に関わっていたことから、 被告二三品が部務解放問盟関係人物…j!の作成には関与し

ていなかったとは到底考えられず、 その関与が強く推認できる。

よって、被告三品は、被告三品自身が原告らに対して不法行為に基づく損容賠償責任
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を負う。

2 被告営部及ひ噛告主品の被告示現舎業務制千社員止しての責任（会社法5 9 7条）

被告1首都及び被告三品が被管示現会の業務執行役員としての地位を有し、権手lj,fj受審行

為について懇意会たは叢ブてな過失があることは明白であるから、 被告1支部及び被告てゴ

が合同会祉の役員としての対第三者賞任（会社法5 9 7条）な負うことは明らかである

（訴状34頁）。

被告三三品は、 「全国部蒋鏑蕊J 復刻版出版については被告宮部から事前に話を問いただ

けであり、主体的に関与していないかのように供述するが（五品尋問2頁）、前述したよ

うに、被告三品は被告示現金の業務に密接に関わっていたこと、「全国部落翻査」復刻版

出版は宮部個人ではなく被告示現舎として行うことを認、識していたことから（三品尋問

の貰）、被告三品には任務間半怠についての懇管ないし主主過失があるといいえる。

また、被告宮前が、被告示現会議務執行社員として 「全国部務調査J復刻版出版を主

導的lと行っていたととは明らかであり、被告宮部には任務憐怠についての懇煮ないし援

過失があることは疑いない。

3 ,1、括

よって、被告宮部及UC被告三品は被告示現舎業務事府社員として、会社法5 9 7条

に碁づき、 原告らに対して不法行為に基づく損害害賠償責任を負う。

第9 被告らの加害行為

1 事業実験公正任事事（申3 4 4）の公開

前記のとおり、被骨らは管図的に確信犯的に原告番号をザスキング吐ずに事実実験

公正能書（甲3 4 4) �インタ …ネγトょで公開している。

また、 被管もは、 原骨ら提出の証拠説明書もすべて？スキングすることなく山間－

beドメインのウェプサイト上にアッア。ロ … ドしており、一部については、上記事実察
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験公正fil.審と問様、示現舎のウェブサイトlとリンクを張り付けてジャンプして閲覧す

ることができるようにしている。例えば、記弧説明書14 （甲147～158）は、 1Index

of /data/2016.東京地殺到28寸19/2018-8-13－第2回弁論携備Jと題するウ思プペー

ジ「htto：／／飢es_to枕；oriloo札miva.be/data/2016/%e6%9d%bl%e4%ba%ac%e5%9c%b

0%。8%a3%81·H28円4-19,2018一日一13一%e7%晶c%ac%鹿野1ibc%92%官5%9b%9e%息5%bc%

81%巴8%ab%96%自6%ba%96%e5%82%99/ Jから閲覧ずるニとができる。

filE拠税明害lと叩スキングをしていないというととは、粧拠説明書記載の陳述書の作

成者・原告番号がインタ …ネyト上で附されていることを意味する。この被告らが公

開している粧拠説明書記載の陳述書の作成者‘原告番号と、被告らが公開している事

実実験公正在香（申3 4 4）記載の原告番号を対照すれば、被告らがマスキングして

いる原告名が全て明らかになってしまう。すなわち、被告らは、確信犯的に原告らそ

れぞれの公証文書幅傍らと「念国部総調酌との関渡性）会インタ ｝ネットよで闘

したのである。

原傍らl士、被管らによって自身の戸籍端本等をインタ ーネット上で附されるとと令

懸念し、事業主経験公正証書舎の形式で立証せ t!るを得なかったわけであるが（弁論準備

乎続等でも何度も協議が重ねられた）、原告らの懸念したとおりの事態となった白

以上の被告ら¢行為は、原告らと「全国部落調査むとの関連性をインタ …ネyト上

で晒すものであり、言うまでもなくさらなる権利侵審を生じさせるものである。

お 照合藤） II に対するさらなる加樹T為

原告は、請求の趣旨拡張申立蓄の第況の4、原告準備蓄箇1 8の第2の2(2）におい

て、制t官時訟提起後の被管らによる主らなる原告藤川に対す：｛）怠らなる力日鞘サ為者ど主

張立在したが、被告らの尋問な緩て、その責任はlますます明らかになった。

「甲第441号証を示す品。

これもあなたのツイ 〕 トマすが、『［やってみた｝部務に較繍して部落民になる方

法』とタイト／レ付いていますよね。

はし、。
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で、同じテー？でユーチュ…ブその他の動画投稿もしていますよ t:i.,,

はい。

あなたが本絡を移した先は， このツイ … トだと「適当な都議Jと巻いてあるんだ

けど3 実際のところ3 原告のFさん， 原告話番号でいうとζろの32番，Fさんのと

ヤろでしょう。

はい。

分かっていてやっていますオλ

はい， そうです。

Fさんはこの裁判の途中で亡くなられているんだけど， 亡くなったととを知って

やっ、ていますよ:h,o

はい， 知っています。

嫌がらせのつもりですか。

いえ， だョでうちの近くで， 確楽に部落だと分かるところがそこだったからで

すよω

本絡を移すに当たって， 原告Fさんの残怠れた典会んとかは， 本事事地， あなたと

一緒にされちゃうんですよ り そんなとと気付くでしょう， 当然。

それが何か問題わるんでしょうか。

問題ないと思って移した。

はい， 問題ないですねロJ （以上、被告宮部1 8 ～ 1 9頁。）

このように被告宮部は、原告藤JI Iの住所地だと十分可醐事した上であえて同住所地に

転籍したととを鯨めている の しかも、被告宮部l士、 原告藤川が本件訴訟係属中に亡く

なヮているととも認識している。 この行為が嫌がらせではない：：どの嘗い訳として、

「だってうちの近くで，確実に部落だと分かるkころがそとだったJ ;i:述べているが、

傑刻版を出版する等している被告宮部が、 「確実に部務だと分かるところJが原告藤川

の住所地だけだったということはあり得ず、虚偽の言い釈としか考えられない。 そう

すると、被告宮部は、嫌がらせ目的で原告藤川の住所地に転籍し、 インタ ｝ネット上
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で同住mt也li::＇公開したと見るのが合理的である。

また、 原告藤井の残された家族が、被管宮部と同じ本籍地lとなってしまうという被

害に、ついて、 「それが何か問題あるんでしょうかJ !::: J盆べ、全く反省していない。

以上の被告らの行為は、胤告藤川及びその承継人に対するさらなる加樹子為であり、

設もなる機手lj侵害者子生じ合せている m

第1 0 故意・過失

被告らに本件各権利侵害行為に闘寸る故意があったことは下記の点から明らかであ

る。

被告宮部は同和地区 wiki を作成した際の動機として「裁判所や法務省が差別情報と

認めたものを、これでもかと言うほど盛大に識せた場合にどうなるのか見たい」という

点にあったと：止を認めている（申3 9 1・ 1首都尋問結果2 7貰）。すなわち、本件の『槻

刻版全国郁落調盃』の出版やデータのばらまきや 「部落解放問盟関係人物一覧Jのデ

ータばらまきの以前の段階で、被幾別部務省子特定する情報が裁判所や法務箱
、
によって

設別情報と認められる積類の情報であること令認織していたことは疑いない。

その上で、被告官商店は『復刻版企関部落調査』の出版を告知した際には「胴総鎌

の原典Jとの今ヤツデコピ… を付しているが（宮部尋問結果8賀、甲1 O）が、当該キ

ャッチコピ… を考案した被告宮部はそれに先立つ半年ほど前の 2015 年 11 月 30 目、被

告示現舎のホームペぃジ上で「同和と企業第1間 部搭地名総鑑事件から始まった」

という記事を執筆し、 その記事中において、 「企業は伺のために地名総鑑を買ったのか

と言えl昔、はっ考り苦言え ti糊議裳別のためであるJ旨記載令している（管部尋問結果8

Ji:）。

すなわち、被告官部および被告示現舎は『復刻版全国部薄欄ま1のヂ、，ー

地名総縦割引という悪質な部務翻リ毛創刊引き起こす原閣となっ であるこ

とを知っていたととも疑いない也被告宮部及む噛告示現舎には被告らの『復刻版 全国

部落調査Jや「部溶解放同盟関係人物一覧」の出版ないしインタ …ネット上でのデ…タ
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ばらまきが原告らの人格機会侵答ずることについて明確な故意があるロ

このことは、被告宮部が 2016 年 2 月 15 図に億務省から同和地区 Wiki などに闘し人

権問日刑判して事情聴取を授けて「問和地区一党により差別され引＇－ii＇いるとは考

えないのか」ど問われたにも関わらず「問和地区一党に名前があるから差別されるとい

うものではないJなどど問答し、 問年3月29日lこ東京法務局長より人件俊知事件とし

「税制されたにも関わらず、『俊刻版全国部落例制のデータ商品布に執務した縫

過からも裏付けられる。被告官首都及び被告示現舎の故意は概めで強固であると言える。

被告三品はよ記各行為に閲レて極力自己の関与設薄める供述在行なっているが、『復

刻版全国部落調査』の原本を被告宮部が入手していることを 2015 年の 11 月とろに

は知っており、かつ、被管示現金から出版する皆の認識も有していたことを認めている

（三品尋問結果6頁）。被告三品は法人化以前の示現舎の代表であり、法人イじにあたっ

て被告三品が代授とならなかった理由はお友人化I：：：関する欝類作成、 特に電子申請等の

手続きがよくわからなかったからというものであり（三品尋問結果51i:）＇被告示現会

の住所ば被告三品の住所に霞いたというのであるから、被告：：：.品も被告宮部・被告争現

会と問1議の認識でいた：.とは明らか't'あって、本件41-機手Jj｛！受答行為に関十る故；設があ

ったことは明白である（なお、被管三品の業務執行社員としての責任は別項で輪じる）。

なお、鋭意とは異なるが、被告らが本件各権利侵容に及んだ「動機Jについて…言寸

ると、 被督官都は歴史的に被差別部落と 一般地区が混在する地域に生まれ育ったとこ

ろ（宮部尋問結果36頁以下）、 同和地区の住I人が一般地区よりも経済的な関係などに

おいて優遇されていると曲解して不当な嫉妬を募らせた結果、部落差別に利用される

いと会熟知した上であえて『復刻版全悶都格調まま』や「部蒋解放問股関係人物一覧J

のデvー タをばらまいたのである。

被告宮部は自身が被建前都落の出身であるk供述しているが（宮部尋問結果1頁）、

被告制日は「被糊リ部海出身者J lこ関し「日閣では稚内同和地区住民投自称吋るJ

「（被差別部落出身密であると自称しても）本当かどうかなんて確認されないですし、

最後まで言い張ればそれで通るJなどと噺いている（閉384、宮部尋問結果2 2 ]ii以
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下）。

被告宮部は「鳥取ループはガチの同和地区住民で同和地区出身者です。 … アイヌ優遇

策が始まったち、 アイヌにもなる予定です」などどツイ ］ トし、事実上、自分が同和地

区出身者である点については根拠がないことを自白している（甲3 8 1、宮部尋問結果

23頁）。 問機lに被管首都は「それにしても全国部型車開放協議会のブログは街白いほ

ど消姦れなしいえせ問和最強だなJなどとツイ ー トし、白日の活動が 「 えせ間平日J 活動

であるど自由している（甲388、宮部尋問結果28頁）。 つ＇！I?＇被告官官部が「自分

は被翻リ部落出身者であるJなどと述べているのは事楽に反ずる鹿偽の発言言である。

のため、原管らによって被管宮部が…般地区の出身であることを指摘されると狼狽し、

尋問から逃げ回り、不自然に反発することしかできない（宮郁尋問結果36頁から38

頁）。

被告らは原告らに対し、被業別部告書出身者は経済的に僻関されていた旨の誤った主

張立証を繰り返しているが（例制宏、松島尋問結果1 6賞）、被告らのかかる誤った認

織が械翻リ都移出身者や部落解放運動に対する筋漂いの憎悪令生み、本件'a"権利侵害

行為に及ぶ動機となったことは明らかである。

第1 1 被告らの怒質’性

1 被告らの行為の特徴

被告宮部は、 2015年1 2月に、 「昭和十一年竺月刊金閣部落宮町査」を発見すると、

2 0 1 6年1月6日、 ツイッタ ー上で、 「すごい本です。 全国5367都港の地名、 世帯数、

人口、職業、 生活程度が飽載されています。 との本の公開lとより、部務研究！:l:新たなステ

ージに突入するでしょう」とそのことを公開し（申3 9 8）、 親7日には、 「会園部絡調査

のPDF などです。とれとそ世界記憶潰藤にすべき震要ft史料ですJとして、 その画像デ
、］

グを誰でもが関覧しダウンロ ー pできる状態lこし（甲3 9 9）、 「ひRt}，；；，たてずスコミ々J法務

省人権擁護局が黙りこく q ているうちに、 企園部落調査はダウンロ … ドされまくっており

ますq もう回収は無理ですな」（印4 0 O）と、拡散することがまず第一の目的であること
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を隠そうともせずに行動している（金く障措肘ヘむしろ 「公共の福祉にかなうものと私は

患っています野で、最初からJ （被告営部尋問精巣3 2]if）と述べているとおりである）。

そして、問月26日には「書籍化を考えている」とし、問年2月8聞には、4月1日に出版

会予定するど告知した。

被告らの行為は、 裁判所の判断念続視し、あるいはあえて曲解してこれを潜脱し、室長別

情報発信の車齢売に激しく執着し続け、 様々な方法を駆使して、 イング ーネット上の差別関

連情報lこ関心を有する閲覧者たちをあおり、差別情報を拡散するものであると岡時に、単

独の情報ではなく、 他の情報と紐付けすることによって、 差別のための総合ツ…
；vを提供

するものである。 そして、被管らのこれらの行為l士、 悪質で礁闘たる目的に裏付けられた

ものであって、潜在的危険性がきわめて高いものである。 以下、 具体的に検叶ずる。

お 被告らの議別情報発1m継続への執務

( 1）裁判所の判断の潜脱

ア ネットよの記事掲載

被告らは、横浜地裁平成28年（ヨ）第154母の書籍出版差止仮タ'1153-命令当日（2 0 

1 6£j主日月1 8日）、日IJ紙闘録4 :a
－不特定多数の一般人が常時開覧できる状態にしでイ

ンタ ーネットょに掲載した。別紙闘録4／土、全閣の都道府県ごとに 「部議所夜地J「部哲客

名J 「現海地Jなどjの欄合設けた一驚療である。 しかも、腎頭にJ士、 「これらの地域にお

住まいの方は、『私は被差別部務出身者です』と寄っ
M

て横浜地方裁判所に仮処分合申し立

てれば、 気に入らない出版物の出版を蓬止められるかもしれません」と述べて、 原告ら

による仮処分申立亡と裁判所の決定を慰弄したロ なお、 Jllj紙図録4は、 本件ウ 1 ブサイ

ト図録1 (4）であり、 横浜地裁相模原支部平成28年（ヨ）第1 6考のワェブ掲載差

ょと仮処分命令で掲載動kめが命じられたものである。

おらに、被告らは、横浜鵬平成28年（ョ）第154号決定後、日 1崎氏自録自殺不特

定多数の一般人が常時閲覧で合る状態にしてインタ ーネット上に掲載した。別紙日銀5

は、 被告らの説明によると、 「『会岡部落調棄J 1r復刻したものJであり、 仮処分で禁止
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されている出版物そのものである。なお、31脈氏図録5は、本件ヴェブサイト図録4 (1) 

であり、横緑地裁相模原文部平成28年（ヨ）第1 6号のウzプ掲載差止仮処分命令で

掲載勢止めが命じられたものであるα

なお、 2 0 1 6年2月には、 これらのデ｝タは、「部批判手口」「部落地RS給鍛」など

の曾策合入れて検索サイトで検索すると、 よイ立に表示されるようになっていたが、 これ

は、被告宮部の知識で一般的なお EOに関する「内部対策J 苦としたことによって実現した

ものである（被告宮部尋問締県3 3～ 34頁）。

イ 被告らによる仮処分申立後の「脅籍化J

本件書籍目録2及び3に掲載した書籍は、 それぞれ書籍出版差止仮処分申立後に作成

されたものであるが、 その内容は書籍目録1の仮処分決定が出た書籍企同一内容のもの

である（詳しくは、 原告準備蓄面4 ・ 3 5から38頁記載のとおり）。

本件書籍目録公 r復刻・全閣部稼鯛五』（申56 ・ 被告らが書籍出版禁止仮処分割牛に

締明資料として提出したもの）は、被告示現舎が持行し、 パ←ニコ ← ドやI SEN （国際

標準図害番号）が付窓れているもので、 一般人に頒布するために書籍として出版怠れた

もので、あることは明らかである。 1とた、本件警雑闘録3『小林健治と有問芳生lこ対抗す

る企図部落解放協議会 5年のあゆみ』（甲5 8）という、 一部の体裁のみを変更した書

籍な作成し、 インタ 〕ネット上の「ぐるぐる：オ…夕 、ン日ン」に出品して販売した。

クシ四ンサイト上では、商品について「今、話題の部落地名総鑑の原典、『全国部落調査」

の各府県別部務調査が掲載されてい設すJと税明され、話題になったととに乗じて、 被

告らが問一内容の番絡を売りつけようとしたことが分かる白

被告営部は、日0 1 6年4月日日のツイyグ 」で「とういう事告するなら、とちらも、

さらに対応悶難な方法で抵抗せざる役得ません。 全国部韓基調道は必ず復刻されますロ も

う手遅れなのですJと出版への強聞な意思を対外的に宣言雪している（甲4 0 6）が、 と

の意思が申58の出版で体現おれたのである。被告'g郁は、被告代理人から出版1£:禁じ

られた書籍と冒頭以外は内容が同一であることを指摘されるとそれを慨め、 「パ ロディ

本とし亡出した」と開き直った（被告宮部尋問結果1 9 ～ 2 O�）。
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なお、被告官都は、 同ツイッタ …ょの「対応困難なが法Jとは何を想定したのか、 と

問われて、 「想定も何も実際やりました。インタ …ネyトでそこら中にばらまいてという

か、 とにか〈大量にダウンロー ドできるようにして、 いろんな〆人がダウンロー ドしたと

いうことです」と述べ、データのネットへの掲載や後述するダウンロ ー ド→印刷の使助産

会そのために行ったこと令官官、めている（被告首都尋問結果34～日5�）。

ク 裁判官日録の第三者への売却

さらに、被告らは、 「人権問体が焚害坑儒合裁判所［：＇.＇.：申し立でで、 しかも裁判所が認め

るという、 i員、主まな事件の資料です。後世プレミアが付くことは、 おそらく間違いあり議

せん（無輪、保障はできませんが）。報道された『全国部落調査』の全文コピ…も付いて

いますが、解放問盟が印刷したものなので、間違いなく都港解放遼動のための資料なの

で、差別だと言いがかりを付けられる心配はないのでご安心ください。 i送料無料！30

0 0円からのスタ ） トですJ ！：：：説明したよで、 添付している男rJ紙閲鍛等も含め、 日0 1 

6年3月2 9日、横浜地方裁判所平成2 8＇年（ヨ） I 5 4号制tj:(7)副本tべてをヤフー

オークシ臼ンヘ出品している（甲4 0 5）。との点についでも、被告宮部はイ帥出金決定の

内容は醐草しているが、 「金岡崎調棄Jのsy〕グも全部つけて究った、と拡散・裁判所

の決定潜脱の懇意を自認している（被管宮部尋問結果2 1頁）。

(2） 情報拡散の 「あおり」

ア 「全閣部落解放協議会Jでの頒布

被告らは、 2 0 I I年ζ ろに「全国部落解放協議会」という団体を立ち上げたが、 仮

処分決定が出た後である2 0 1 6年4月末から、 「部務研究の自由への妨害に対抗する

ためJと称して、 インタ ｝ネット上で 「加入申込議Jを公開するなどして会員伝募集す細

るようになった。

もともと、 「全国部落解放協議会Jは、 a 014年6月おり日付で、 t首都本人が 「閲和

団体を名乗ればどのような違いが生ずるか謁験するため、 goo プログに『全国部落解放

協議会』という名前で偽装プログを開設していましたが、頻繁に記事が削除されるよう
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になったので、 偽装をやめ会した。 いよいよ完全消滅してしまうかも知れませんJと記

載しているように（甲5 9）、全く活動の実態のない団体であった（被告宮部自身が、2

0 11年6月26日付ツイッタ ーでは「それにしても全悶都港解放協議会のブログは面

白いほど消されない。前は同じ内容で瞬殺されたのに。えせ同和最強だな」とつぶやき、

間協議会がいわゆる 「ヱセ問和団体Jであること令白書患し（El3 3おお、印3 9 6参照）、9

014年日月7日付ツイッグ ）でも「全国部落解政協議会はネタJとしている（申7 8））。

しかし、被管らは、 ツイツイP、白．白白白白白白

iき 出しl主 したJとし、う文主量と製本剖もた『小林附台と有閏芳5ヒにと対折？る全国部酬卒放

協韓会5年のあゆみ』(Jjlj紙警籍回録3）の写真を掲載し、休眠状態だ、つたとの団体の名

前を用いて、文書の拡散を行うことを宣伝した（印6 0）。そして、文書の作成名義とし

て同団体名を使うだけではなく、 「会員限定」で頒布するという手法をとり、同年4月2

3闘には、 「裁判所が、全閣制限棚覧会公表してはいけないとし、ろなら、全悶郁蒋解放協

議会の会員限定で共有するならいいのではないかと思ったわけ」と、 部滞解耐繍会と

いう集閉そ隠れ蓑lとして、 「会員になれば、『復刻会闘部落調査Jの頒布が受けられるJ

E言広報した（申6 1 ）。

被管官部のツイッタ ーによれば、同月26日に「全国部落解放協議会のサイトをどう

しょうかと思ったけど、こういう秘密結社的なものに適当なS NSが見つからないので、

自分で作ってみょうかと思うJ （甲6 5）、 同月29日「全国部落解放協議会の加入者を

募集します（申6 3、募集の内容については示現舎のホ｝ムペ〕グ上申6 4）、問月30

日「GW中には企園都落解放協議会グノl〆」品プサイトがひっそりと開設されますω 会長だ

けに通知しますJ （申6 6）、 5月4悶「:i:闘部落解放協議会の加入希謀者が40名とな

りました。ひょまず、明日にはグルー プサイトのログイン方法�通知しますJ （申6 6）、

同月1 8日「全国部落解樹海議会のグノいーヅサイトを開殺しまし？と司会員各位にはメ ー

ルしております。 メ …ノレが屑かない方は、 迷惑メ ールに分類容れてしまっていなし、かご

確認くださいJ （甲6 6）などとあり、全国部落解放協議会は、被告らが主宰し、当初「全

国部落調査Jのデ… タを拡散することを図的とした団体として何年近く休眠状態だっ
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たのに） 2 0 1 6年4月米に会員募集が行われ、 同年5月初句までに…定の規模の会員

が集まったことが分かる。

その後も、 「悶土交通省国土制作局G ISHPのヂータを活用して、全国都議調査の5

3 6 1部絡のうち4793部務の純度・経度を求めて地図に配置することに成功し4まし

たω 裁判所からleめられているので公開はできません。 会閣部務先勅刻鶏議会の現�に費

閉する部、溶氏だけにおYe,せしています」（申6 7）という被告らのブログの記載（5月日

日）からは、全国部構解鮒察機会の内部では、生関部落調驚の内容を、さらに詳細にし、

「利用Jしやすく加工したデ〕グの頒布告ど行ってL、ることが窺われる。

被告宮部によれば全国部落解放協議会の会員は尋問時点で約 1 0 0 名程度ということ

であるが、この会員に限定した「グループサイト」を開設し、そこでは「全国部落調査」（印

6 1 ）ばかりでなく、上記念国の部落所在地を地図上におとしたもの（甲 6 7 ）、本仲裁

判に関するさをでの記録（閉4 1 6）などの情報告？「共有Jしているとのととであり（被告

t首都尋問記録29～30頁）、被告首都は尖際には、不特定多数の人t：，原告らに関する

2'わめで機密性の商い内容会合む個人情報告、 無制限に提供しているととが分かる。

被告宮部は、Z 0 1 8年3月28日には、 「会関部落調査から抽出したデータ�；ドット

に掲載するなと誓う裁判所の仮処分が確定しましたが、 これを何とか回避、する方怯がな

いか研究しています」（甲4 1 9）とツイyタ ー上で宛脅したが、…つには「全国都港解

放協議会」を（まさに「エセ同和団体」として）全面的に活用し、裁判所の判断の潜脱を

行っているのである。

イ 資料の拡散

被告らは、示現舎サイトで、 2 0 1 6 年 4 月 1 8 問、 「 より確実に回収不能にするに

は仮処分前に p2p に流したほうがいし、 ι思われますよJという「陵名人Jからのアド

パイスに対し、 「流してみましたが、 p2p でこの手の資料を探そうという人が少ないの

ではないでしょうかJと配搬し、自らデータ合流していることは認めている。そして、

さらに「SlideShare とかv こういうウ 1 ブサ… ピスに流すのがよいかと思います」と

して、実際に、 このサ… ピスを利用してデータが閲覧できる状態にして、資料を拡散
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した。

その他にも、グ｝グノレブックスで、少なくとも同年4月2 1日（右下の閲覧図表照）

京では、「全国部君事鯛笈」は、頒布されていた。 との頒布は、被告らが許可したもので

あることは、 左下部分に「示現舎の許可を受けてページを表示しています」という記

載があるととからも明らかであるω

ウ インタ ーネット上でのあおり行為

（ア）関賞者への印刷の奨励

被告官官日は、仮処分決定が出た後、 出版のためのデ〕片インタ …ネット上にアッ

プするだけではなく、 ツイッタ …でも、各自が印刷するようにあおり行為を繰り返し

た。

「復玄u .金園部落調査の印刷用データを公開しますο 欲しい方は各自製作してくだ

合いJ (2 0 1 6 年4 月 1 日間） （＇.いう投稿から始まり、 問問中に、 「 この P わ れま印

刷用の規格に準拠しているので、各家庭のプリング ーはもちろん、印刷所に持ち込ん

勺もOKです。もともと著作権切れのものなので、自由に印刷 ・ 製本してください」、

「これで、 更に義次元へ突入します。 印刷用のγスタ ーデータな拡散したので、 一一体

いくつの復刻版全国部落調査が桐生するのか、韓もわからなくなりましたJと連投し、

「復刻・全国部務調資を阿商印刷対応プリンタ出印刷して、 ヨfンコ ぃズでくるみ製本

しなければならない。 プリントパックしてもよい」、 「A4両面印刷プリング＋裁断機

＋グルーガンが鉄援です。緯も検閲できませんJと製本の方法についてまで具体的に

提示し、拡散する可能性を最大限に利用しようとする意思を表明している（申 5 7 ）。

強1 3日にl京、 「特lこ 町 金融機関の資料や社内文舎の印刷�錆け負っている印刷会社

は鉄畿ですよ 悶 絶対に内容には千捗しないし、情報告と漏らしません。 そんなことなし

たら、信用問腐ですからJ ("!'l4 0 8 ）、 「あと、その苧の事情通によれば、 コ ンピニの

コピ｝機も鉄援らしいです。 ll1t前に印刷した文書の内容は警告祭もメ ーカ…の人も絶対

に分かちなし吐t組みになっているとか。官公庁の近くのコンビニ左か、 万一 コピー し

た内容が漏れたらやばいですからねJ （申4 0 9）と具体的方法を教示し、 「ベレージ欄
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外に見出しを表示するようにして、 さらに使い勝手がよくなりました。 皆様、 ダウン

ロ 山 ドして保存し、がんがん巨問ト製本してくださいませ」と利用を奨励している（甲

4 1 O）。そして、問月1 7日には、 「復刻・全闘部格調査のA5サイズのマスターも用

意しました」「商解像度の表紙爾像も取り揃えています」とさらに選択肢を提供し、 「 こ

とで印刷したら、 送料入れでも1冊1 0 0 0円ちょっとでいけますね。

http：／／自由民hoku.co明Jと製本会社会紹介すること t主でしている（申4 1 1）。

被告官郁1士、 パ旨白白白白白白

れが3議際lと使われて守＂.f乍 りの本が作られたことも認識していた（被倍1言部尋F』京古果3

5頁） 。

（イ）デ…タ関覧方法の紹介

また、被告らは、 インタ ーネット上で、 「 「企園部落調査」の記載内容デ｝ タについ

てはミラ）サイトがあるとb、検紫すれば見るととができると加 に繰り返し言及し

ている。たとえば、問年4月1 8日、被傍宮部は、 「まだ手元に決定義は来てないです

が。 たぶん、 今度ば問機強制がくるので、 同和地区みんな ドメインば死亡確定勺

ず。 あとは、各自保存したデ…タで自由にやってくださいませ。仮処分の効力は私に

対してだけですJとツイッタ ー上で述べた（甲3 0）。

同年5月7日には、 上述の全国部落解放協議会の加入者募集の表示のコメント欄で

の 「 ところで全国部落調瞳刊行のあてはもう無いのでしょうか」という質問に対して

「全国部格調査の発裁は仮処分だけなので、 まだ希望はあり京す。 また電子化したデ

ータならネットで検索すれば出てきますよ」と回答している（閉64 ・ 9頁）。

（お）裁判記録の公開による個人情報の暴露

本件に関する数半l盾E録。ち公開

被告らは、前述した出版幾ょに等仮処示＼命令申立華料相申立書、債権者らの瞭述審及

び仮処分決定書（本件訴訟では甲3から甲6にあたるもの）等をインタ ーネット上で

公開している（悶2 7、 印9 5、 申9 6から申1 0 0）。
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また、被告らは、 上述した陳球審j以外にも、 本件事件の訴状、 主張審面、証拠説明

書及び証拠等をインタ ーネyト上で公開している。特に、原告らに闘する公正証書（氏

名は掲載時にマスキング・申3 4 4）、 滋賀県文書（申3 4 7）、佐賀県の未成洋者が

「全国部落調査Jのデータを製本したものを「メルカリ」で販売した斬ヰの未成年者

本人聴取望書（申3 5 1）なとセンシティブft情報守合む裁判記録を誰もがアクセス

できる状態でネyトょに公開している。

なお 則 被告らit，仮処分命令申立ての債権劇団時以外の陳述容につし 、で、 「全閣

部落協議会とツイッタ ーでのブオロワ ーへの提供Jな行ヮていることを、被告準備書

面（ 6) 1 5頁において自認した。後述するように、 全国部落解放協議会は、被管宮

都が主宰する「復刻版。全国部落調査J等のデ…タを不特定多数者に対して拡散する

ことを図的にした団体であり、 その会員は、 鳥取ループのツイシタ ー （現時点でフォ

ロワ｝は1ガ200 0人にも及ぷ）等の発信、校児た不特定多数人である白

イ 被告宮部の別事件における訴訟記録の暴露

被告営部は‘ インタ ］ネyトょに「住所でポン！ Jというタイトルのサイト�開殺

し、 過去に出版された電話帳の情報を用い、 大量の霞括経母. .f-1;;1;・伐所情報告と無料

公開している（現在は「ネットの電話帳j に改名）。 岡サイトl士、 「掲載情報の削除依

頼は例外なく 5tけ付けなv \Jという方針で、 掲敬された個人からの削除持求を拒否す

ることで有名である。2 0 1 5年8月、被告宮部は、プライパシ…侵害を理由にして、

ネットの電話帳に掲載されている氏名・住所 ・ 電話番号の削除と賠償金の支払い等を

求めて訴訟を提起され、 その後仮処分申立てなども行われた。 被告宮部は、 上記訴訟

記録についても、 原f普から提出された主張書簡及び粧拠について、 個人情報を含め全

てをインタ ーネット Jュで暴露している（申1 7） ロ 後述するように、この点については

氏名f含めて開示十るととは許されない旨の判決が聞でいる υ

ウ 訴訟遂行上の影響

被管らの上述したような行動から、 原告らは、 陳述警や戸籍謄本・住民票などの個

人情報を提出することに強し、危倶J惑を抱かぎるをえない。陳述書には、氏名、出身地、
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年齢、経歴、部落差別体験、等が記載されており、 その種の情報に関心を有する者がア

クセスし、 生活の平穏が害される具体的なおそれがあるロ

そとで、原告別立、（苦言法なことであるにせよ、）被告らがネット上、に公開する吋能

性があることを考慮して、証拠を選択し、陳述書や報告書などの証拠を作成するζと

会余儀なく会れ、訴訟常行上主張・立証の方法に穴合な制約を受けることになったロ

3 被告らによる楚別のための「総合的なツールJの提供

( 1）被告らの「同和地区wikiJの運営 ’ 管理とその間的

被告らは、 「同和地区wiki」について、被告官郁が運営・管理をしている事実はない

と主張している。

しかし、 そもそも、 被告宮部は、 単にドメインを所有しているのみならず（甲2 2）、

「問和地区wikiJホームペ）ジについて、 自ら賦卑しく「問和地区wiki a:開設しまし

たJなどと「鳥取ル←ブJ名義で宣伝している（申9）。 そのよで、 被告首都は、「悶和

地区間kiJ上の記事について、 「 2015年2月には徳島県の同和施般一覧について、

徳島地方法務局から削除築鰭を受けたが、 もちろん断闘拒否であるJなどと記載して、

自らが「同和地区wikiJの記事について削除の権限を有するととを自由している（甲1

8）。また、 「全国部落開直」のデータについて 「そのデータは、同和地区研究サイト「同

和地区wikiJに掲載しています」などと述べて実際に掲載した（即1 9）。また、後目、

裁判所が仮処分により5-Jlj紙目録3の「部落解放同盟関係人物一党J記事の削除を命じた

際には、 「まだ手元に決定書は来てないですが。たぶん、今度は間接強制が来るので、同

和地区みんなドメインは死亡確定ヤ引などと「鳥取11ーブJ名義のツイッタ ］で発言

し（申3 O）、 その後実際に「問和地区WikiJは別紙ウェブサイト目録記載のURLか

らは削除されている。

「同和地区wikiJ は、被告らの法別助長の意図令実現するためにもうけられ運営され

てきたものであることは、被告らのネット上の書き込みからも明らかである。

被告宮部は、 ツイッタ 山上で、 2014年5月8日に「同和地区wikiを設置しまし
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た。 まだほとんどコンテンツがなく、 ζれからが長い作業になります。接続にはTorが

必要ですロ 」と書き込み、 UR Lを添付している（甲7 8）。 また、 同月11日には、 「同

和地区Wikiのアドレスを事馳仰と費えました。とちらにアクセスしてく対さい。例によっ

てTorが必要です白 」と書き込んで、変更後のUR Lを添付し、さらに、 「同和地区Wiki

を開較しましたu J C:＇闘身が「鳥形ノレーブJとして情報発惜しているブログとリンクさ

せている。そこには、 「同和地区Wikiを開設しました」というタイトノレのもと、 「問和地

区を全て網爆して欄査すべく、『同和地rz: Wikd合開殺しました。言わ！＇！2 1世紀の全

同和地区尖態調ままサイト“Jという賞伝文句が掲げられていた（甲7 8）。 ：：のブログの

記事は、 「同和地区を全て網羅して調査すべく、『同和地区Wiki』を開設しましたロ 替わ

ぱ2 1世紀の金同和地区実態調査サイトですロ 同和地区の実態調査は過制可回か政府に

より行われてきましたが、これを民間のカでやってしまおうという考えです。」と続いて

いる（申9）。 被告首都は、 尋問で、 問和地区Wiki会開殺し、自宅サーパーで「ウィキ

ベディアのソアト」を使って、全部自分で管理していたと認めた（被告首都尋問結巣1

3貰） ω

そして、 鳥恥い｛プこと被告'8部がよ記昔日戦合行ったお 014年5月8日とは、 被

告宮部が同和地区Wikiを開設したと止が「利用者一貫J上で明らかな2 0 1 41手5月

7日深夜の翌日であり、被告宮部が同和地区別lはな自身の闘的達成のために開設し

たものであることが裏付けられる白

被告営的立、 また、 2016:$1月、被告示現舎のホームペ〕ジに、 「鳥取ノl円プ」

名で、 「遺跡！部落地名総鑑」という文章を2阻に分けて掲載している。 ここでは、被

安別都総の一！驚令掲載した悶番号？総称して．俗に「部縁地名総鍛J b呼ばれるどして、

都港地名総鑑の資料についてどのように扱うべきかという灘間社解決するには、 「部

落地名総競争無料で公開すれぽよいJとして（甲1 8 · 3頁）、 3つのアプロ ーチを提

している。

そして、 3つのアプロ ーチのうち、第一は現存する部落地名総鑑を探すこと、第二

は自分で作ること、第五は部落地名総鋭の原典を探すととだとし、第一については徹
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底的にやってみたが難しし第二については「同和地区 WikiJ を作成することで、そ

こそこまで、いっているが、情報のばらつきが多くなってしまうため、第三のアプロ ー

チに挑戦したととろ、 2 0 1 5年1 2月に、業所で原典 ι思われる「全閣部落調査J

を見つけることができた、と記載している（申1 8、開1 9）ロ つまり、被告宮部は、

被義別部手容の一貫bいう資料会広〈世間に提供するという共通の目的のための、 異な

るアプロ ーチとして、 「 同和地区 WikiJ の開設と「全閣部務絢主主J の出版・公開を位鷺

づけているのである。

そして、 「同和地区 WikiJ について警かれた第ニのアプロ ーチの部分には、 「郁務地

名総鑑を手に入れることは無理でも、都道府県、 市区町村単位の部落一貫を手に入れ

るのであれば比較的敷居は低い。 行政や運動団体が出版したものが図審館に普通に置

かれていることがあるし、隣保館等の同和対策施設の場所から明らかになることもあ

る。 ／時には集地調資も行いつ』つ、 それらを地識に収集すれば部事草地名総鑑を作るこ

とができるのではないか。情報化が進行した現在では、 ひょっとすると昔より高精度

な物が作れるかもしれない。／そのために毒事者が開設したサイトが、間帯口地区Wildで

あ引（附1 8）と昔日載されている。 つまり、：.：.では、声高精度な現代版宮1日掛拙総鍛

を作ること、 ぞれを目的にして、被告宮部自身が「岡和地区 WikiJ を開設し、そこへ

の情報条約定呼びかけているζとが明確に示されている。尋問でも、開設の目的は「同

和地区を特定すること」であると明確に述べた（被告宮部尋問結果 26 ～ 27 頁）。

また、 2013 午 8 月に被告宮部が「同和地区 Wiki」の構想についてツィ ー トした

際には「私は単に裁判所や倍務省が差別情報と認めたものを、 乙れでもかと言うほど盛

大に載せた場合にC:うなるか見たいという興味Jが根源lとあると表明し（申3 9 1）、そ

の関心は尋問時点でも維持されていると述べた L被告宮部尋問結果 27 貰）。

2016 年 1 月 7 日、被告宮部はツイクタ ーで「全闘部落調費誌のダウンロ ー ド数が

唱えていることについて「ざた闘部務調議はダウンロ ー ド寄れまくっております。 もう闘

収は無理ですなJ .！＇. 述べているが、 開設から1年半以J::I経過したこの時点でも、被骨密

部が同和地区 Wiki からのダウン口 山 ド数を確認、できる立場にあったことは明らかであ
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る（被告宮部尋問結果1 3頁）。

阿久糧第1意見書（甲1 2 7）では、 「情報化の進展」（部落蓋別解消法第1条）によ

って生まれた「差別を扇動する言説や、差別を助長・誘発するようなf静日が、 それらを

拡散しようという意閣を持つ者のクリック（タyブ） 一つで、 一瞬のうちに不特定多数

め闘にさらされてしまう状況Jの下で、被告らがインタ ーネyト設問で「部務の地名！｝

丸トJ （「全閣部務調査Jの繭像データや、 その内容:a:テキ只トイむし、現店の部落の所在

地k照合して更新したダイレグトリ ー等）会公開したととについて、 「券[Jl!J令助長・誘発

する情報が、 滋間性や永脚性a-持ってネット空間で場殖し続ける状況を作り出したこと

は極めて悪質である、と指摘されている。また、情報の発信にWikiというソ〕シャルメ

ディアを使い、 『部落の地名Jリストを糟鍛化させるような書き込みを誰でもが行える状

況をあえてつくり、 匿名での編集を呼びかけたことは、差別行為への加担をあおる行為

である j と評価し（1 ］＼；｛）、人びとがネット空間におけるそのような楚別的脅税に按触す

ることで、 「 これまで先人達つが心血を法いできた教育 e 勝発の長年の成巣をも侵食してい

くことが命隣会れ弘法たその影響l士、 日常生滑においてインタ ーネットどの機触が多

い、殺いtit代にとって、 より源泉1なものとなるJ ( 2 ffil）という綿織令示容れている。

(2）ミラ …サイトへの関与

ウェプへの記事掲載差止仮処分決定で特定された各記事については、本件仮処分申立

時とは兵なるUR Lでの掲載が続き、本体決定が発令された後も、被告らが掲載した記

事による原告らの権利侵害は続いている ロ

5.lrJ紙目録中「部熔；解放同盟関係人物質j の内容が、 そのま"t掲載ぢれているいわゆ

る「ミラ ←サイトJでは、頭警部分に、 「このベージは元Wikiから2016年4月9日に仮

7l11争申し立て令理由に削除怠れましたり／とある研究者により欄査当れた部落解放問鼠

の関係人物の名前、 住所、 連絡先等でオれこれは不完えなものであり、活用する際は情

報を鵜呑みにせずに、 各自追加検証を行ってください。 なお活用とは部落解放輪争lと関

するインタピ旦 …の申し込みや部落解放運動史上の新事実の発掘といった取材研究活動
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の意味であり、決して関係者への迷惑行為を推奨するものではありません。 ／『寄身が

エタである事を誇り得る時が来たのだ』（7J<平社宣言）。 さあ、 エタであることを存分に

誇りましょう。非人の方々も雑種賎民の方々も『むらそと』の方々も、 もろびととぞり

で諮り合いまLF ょう。なお『鰐りましょう』とは文字通りの意味であり、決して差別を

燐るものではあり余ぜん。Jとの等合込みが付されており、ミラ 」サイト設援に、被告宮

部が関与していることが窺われる。

( 3）総合的な被義別部務に関ナQ「検策システムJの構築

ア 被告宮部の有するI T技術

被告古都は、 ソフトウこにアの設計・開持、 oss の角税庁、 システム構築、ネットワ … ク

プロトコルの設計、 電子書籍の出版支援、 アプリ開発などを業とする「座間ソフト」

会経営しており（申4 5 1） 句 IT関係に関して幅広く深い知職者子有している ω 康問ソ

トは、 2015年間、 ハッカ｝が「悶家機関による鮒見に耐えられるレベルの強

力なデータ保護Jに関して響いた『個人台企業のための対関家機関レベノレデー タ保接

入門J] ti:'出版した（Ejl 4 4 9 、 申 4 5 0 ）。 この中では、 問和地区 Wiki やミラーサイ

トで使われでいる、Tor （ト …ア）どいう匿名イヒソフト（甲54愈照）について解説され

ており、被告宮部は同技術に精jfliして1;叱。

イ 「苗字でボン！」「ネyトの電話帳」

被告らは、 イン夕 、，ーネァト上の霞話番号等検衆サイト「ネットの憶話帳」を管理・

運営しているが、 この「ネットの電話帳」に部落差別と直接に結びつく機能を、本件仮

処分決定オ援に追加しているω すなわち、 2 0 J. 6年4月25日の被告宮部のツイッタ ］

には「ネットの噂話帳で、 地域に多し、名字と、 地域の稀少姓ti:'表示する機能を追加しま

した。 今のととろ無料版にも解放していま寸が、負荷がかかるようならエクストリ ーム

限定にしますJと表示された。

被告宮部ft、 ツイy夕 、一上で「住所でポンが生主れたきっかけが、電話帳を利用して

部落と苗字の分布の相関関係を検証しようとし、うところからきている」（申389・20
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1 2 年 1 0 月 1 9 日）と実は「ネットの電話舶が作られた契機は部落の特定のためであ

り、 「実は苗字でポンの方が先に出来た。これは被差別部落聞で遇婚する習慣のあった地

域を、苗字を手がかりに検粧するという、部議史研究のために開発されたJ （閉 390 ・

向日）と述べている。 尋問でも「名字を地域ごとにカウントを出すと、いろいろと部落

の特定も含めて、 地域篠の膝史が分かるというふうに膝史研究している人から言われま

して、 じゃあそのアイデアやろうということでやったJと、あくまでも被差別部務の特

定が最終的な目的だったとと会認めているC被管首都尋問結果 24 ～ 25 買）。

被告らは、準備書面（ 1 3）で、 「間平日間体の役員や、同和対策で作られた訟営住宅の

地名（とれは書籍や住宅地図、電話帳、現地調査で調べられる）から近辺の部落に多い

名字を特定し、部落の場所をピンポイントで特定する手法が柄主するJ ，！：：主張しており、

上記名字の掲載も被差別部落特信のための要務として取り上げられているのである。被

告らのインタ 〕ネット上における各種個人情報の暴鰐l士、全て部事事業別の助長会問的と

しており、その点で関連している（被告官邸尋問調書 25 ～ 26 質審照）。

ウ 地閣情報との先制寸け

被告宮部はツイッグ ｝上で、2 0 1 6年3月目。日l己、 「全国部事事調喧掲載郁絡の現

夜地が8割以上特定された。 あとは、 関ごと交通省が公開しでいるとのデータ止照合す

れば、緯度・経度が求められる。htt口：／／nlft口，mlit. 日o. i口/isi／」と述べており（甲

4 0 2）、地図上のデ｝タとの紐付けも行っている。さらには、被告宮部は、ス？ー ト

フォンのG p S機能を使つで近傍の部落を探知できるようなアプリを開発すること

を企図していた（2 0 1 9年9月には「最近はグーグルがスマホのGPSを利用して検

索結果制すので、スマホでグーグノL検覇者ずるほくの部簿操梢日事が上位に出る状

織になっているJので結局は開発しなかマたというツイッタ ーの発信俊行っている

（甲 427)) 0

エ 被糊lj部落とされる地域の写真や繭像の掲載

さらに、被告らは、被管示現舎のワェプサイト上で、 全国各地の被翻リ部落とされ

る地域に「潜入Jし、所在地や特徴が… 固でわかるような写真を撮影し、その場所の
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レポー トを寸る『部落探訪Jと称する企画告： 2 0 1 5 年 1 2 月から開始し、現在、 2

1 0 図を数えている。 また、被告宮部が主宰する「神奈川人権啓発センタ ー」名義を

使って、 上記『部落探勧』の各部事答訪問時のJ開児を映像化したものを、動闘再生サイ

ト Y口uTube を使ってインターネ：ァトよで維もが関覧できるようにしている。 この『部

移傑訪Jでは、 地元住民に無承諾の業主、地域の家康の羨キしや当骸地購住民の所有と

息われる自動車誌のナンバープレー トなど、各種の写真（険機）告と撮影し、配信されて

U、る。

被告官官目は、『部落線紡J 1 0 0 問問（ 2 0 1 8 年 1 1 月 1 9 日投干高）で、以下のど

おり、 提訴後に、 本件訴訟に先立つ仮処分決定の意味を歪曲した上で、仮処分で『全

国部落調査』が出版できなくなったので、 それに代替ずるものとして『部落探訪』の

掲載を続けていることを自由している。 「裁判後に掲載数が増えているのは、『全国部

格調査』発禁の仮処分に対して保全思議を申し立てたものの結局認められなかったの

だが、 金聞の部務一覧ではない他の出版物については解放問盟がその出版をことごと

く正当化し、裁判所もそれ会認めたので、 事警は部落の地名 a:-載せること自体は構わな

いとしザ裁判所のお援付舎が得られたことがある。 それに加えて、 Kさん等［代現人

注・原告の実名記載］が各地でネットに部落名が掲載されているととを批判する講演

をしているためか、 部蒋探訪に対するアクセ7数が増え、戦せれば多数のアクセスが

ある、鉄壁のコンテンツだからということもある。」そして、 2019 年 1 1 月 2 1 日

には「法務省人権擁護局や裁判所に止められようと、 間接強制金をかけられようと、

部落鞭訪は続けます。 そんなことで憧れは止められないのです」とツイッタ ー上で宣

し（印4 2 9）、白日の基本的事件の行使であると開き官まった（被告宮部尋問結果お

7 ～ 2 8�）。

結局、被告らは、 検紫性が高〈、 広範な人たちがアクセスする可能性のあるインタ

ーネy卜の特性を十ニ分に認識しながら、 この特性常利用して、 特定の部総の名前や

所在地や現在の状況などについて公開・拡散しているわけで、その悪質性は甚だしいロ
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(4）被告らの差別的な意図とその現副じ

被告らは、自身のウ且ブサイトにおいて、 「旅行のお供に、あるいは図書館に持ち込

んで参考資料として、手軽に活用できるものを悶指します。Jと挑発的な文書を用いつ

つ、 本件出版予定物の内容喜子説明している。被告らが行っているように被醐リ部蜘

訪れ、写糞念撮影し、 ぞれ:a:インタ ｝ネットょに附すとこど令奨励しているかのような

記載である悶

2020年6月、法務省人権擁護周は「部落譲別の実態に係る鯛査結果報告害」を

公表した（甲3 7 5）。その具体的内容については原告準備軍事国2 lに詳述されている

が、被告らの本件引？為を原因として、 インタ …ネット上での部落盤別が横行してい

る現実が明らかになっている υ

この調査によって、識別情報の摘示に該当するクェブベ｝ジf士、 特定のものに集中

しており、 全閣の「部務Jの一覧であるどして具体的な地名令掲載しているウ、工プサ

イトを構成するもの（本件 「企図部落調査Jが掲載されているもの）、 「部修Jを紡閉

したとして具体的な地名会挙げて風景写冥等身掲載しているウ 1 ブサイト合構成す

るもの（被管示現舎のウェブサイト）が識別情報中の多く殺さしている。 また、 問調

査は、検索結果上位のウニEブページに関する 一定期間内の閲覧者数（ユニックユーザ

ー：のベ訪問者数から藍複をのぞいた利用者数
、
）の調査も行ったが、これによっても、

上記2つのウヱプサイトで識別情報の摘示に該当するワェブベ｝ジの年間ユニック

ユ〕ザーの7割近くを占めていることが分かった（そして、被告ら自身も、被告宮部

がすでに、 2 0 1 6年11月 a o 日のツイッタ ーで、 「都落差別解消惟進法による『教

育会幣発・調驚』令行い、部落や問和に興味合持った人がネットで検索すれば、 真っ

先にアレが出でくるわけです。情報は万人のものです。 世界はつながっています悶 も

う E寄ることはで容ませんJ （甲4 1 4）と誇示しているように、 「全園都落調査Jの負

の影響力告と認織している）。

さらに、 同調査では、 部落差別関連ウェア
4

サ，イトを閲覧していたことが在留Eされた

者を対象として、開覧した記憶の有無を尋ねると約半数の回答者が直定していること、
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羨別を行う意図をもって閲覧したととを認めたt'-が4分のlも存在したととが判明

している。

つ余り、 と記調査では、被告らの各作為によって被告ちの本件各行為によってイン

タ ーネット上にばらまかれた差別情報が多数の閲覧者を集め、 その閲覧者たちの多く

がま警別はよくないとこbであるとの認織な有しながらも、 一定割合の人たちが差別的目

的のためにこれらのウェブサイト安利用しているという実態が明らかになったので

あり、被傍らの按別の拡散・再生産の図的は、残念ながら実現在れてしまい、被業日 Jj

部落出身者には、 間復不可能かつ甚大な損答が日々発生しているのである。

4 諸悪質な意図の貫徹

(1）被告宮部の過去の言動に表出された差別への意欲

原告準備守勢商日で詳述したが、被告営部は従前かふ被援別部落に闘する情報収集ー

暴媛、個人情報に関する暴露軍に閤執してきた。 それは被告宮部が当事者として関わって

きた裁判例からもよくみてとるととがで合る。

部務問題に関する訴訟提起

2007年11月、被管官都らl士、 鳥取県知事にたいし、部落解放鳥取県企業遼合会

による加点明彦の実務報告書、受講者名簿の開示などを求めて開示詩求を行い、 …部不

開示決定に対して取消訴訟を提起した（甲8 1 ）。鳥取地裁柄1Ji9そでの請求棄却ー却下判決

に対して、被告宮部らは控訴し、 広島持者裁松江文部は、受講者の役職陶合否について一

部開示請求を認めたものの、 その余は棄却し、 2009年9月、 最高裁で確定した（印

日記）。

2 0 1日生存8月、被告首都は、鳥取県の特定の地区の同和対策関定資店長純滅免の対象

地域等の開示を求めて、 鳥取地裁に取消請求等を行ったが、 岡地裁は、主主別意械がなく

なったとはいえない現状マは、 公開後に生じる危険な事後的に解消す…ることが難しいの

で、 請求者の主観的意図にかかわらず情報の不開示は適法である、 と判断した。 この判

断は最高裁でも維持されている（閉8 2）。
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これと平行して、 2012 年、被告宮部の親族は、 上記対象地ほから固定資麓税の減

免部分の徴収を怠ることが違法であるとして、 住民訴官公を提起し、 鳥取地裁はこの訴え

を却ヤし、 との判断は最高裁でも維持された（申 8 3 ）。

被告官郁は、滋賀県内の部務所在地を行政文書で特定するという図的をもって、滋賀

県の地域総合センタ ーの施設名称や所在地等の開示静求安行ったが、最高裁は、 会 0 1

4 年 1 2 月、すでに把握されている情報とあいまって、居住者や出身者に対する義別意

識令増幅して法別行為を助f要するおそれがあり、 ひいては、 同和対策事業や人権啓発事

業の適正な遂行にコ支障をと及ぼすおそれがあるとして、請求:a::棄却している。

イ 被告宮部が行った被差別醐朝lj助長のためのネット上の情報提供

被告宮部は、 2008 年ころから、趣味として「同和地区の場所を特定する方法を研

究」し、 2009 年には、 鳥取県内の「同和地区施設の一覧」を、 2010 年には大阪

府や滋質県内の問和地区一驚者、 インタ ーネット上1：掲載するようになった（被告首都

尋問記録 24頁、原告下吉尋問記録 8 ～ 4 Ji) （被告宮前は、 2 0 1 1 年 2 月に「もう 1

年近〈大阪と滋賀の間前日地区一覧をネットに載せて、 法務局の削除要請もガン無視

いますJ （申3 8 7）とツイッタ ーに記載している）.

鳥取県の「一貫Jについては、鳥取県、鳥取市及び；殺杏市もそれぞれグ］グルに削除要

請を行った。 また、：倉百石市や原告下aは震擦被告宮部に対して削除を求めたが、被告宮

郁は徹底的にこれを拒否した（原管下宮尋問記録4から8頁）

ワ被告宮部の電話帳情報の暴露

被告宮部は、 孟 0 1 2 年、 ウェブ
、

サイト『住所でポン！』を開設した（ 2 0 1 5 年 5

月ところ『ネットの霞話帳』と改名） ω このサイトl士、過去のNTTの常音訓撲に掲載された

氏名、 住所Ik.び議話番号としりた個、人情報告ム 掲載した個人に無断でウェブサイト上に

掲載したもので、住所とグーグノレすツプが制寸けられている。 1主た、 地峨lて多い、苗字や

稀少t高字にザコし、ても検’3常が司

2 0 1 5年8月、被管宮音日は、 この「ネットの電話舶によってプライバシー権を侵

されたとして、京都地裁に損害賠償請求を提起された（閉1 7）ロ被告宮部は、仮処分
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や間接強制によって削除を命じられても、個人情報をネット上に掲載することに激しく

執着し続けてきた。 2017年4月、 京都地裁は損害目酎賞請求を極め、 同年1 2月、 大

阪高裁はとこれを維持した。 また、 前述したとおり、 また裁判中、被告営部は、 特鍛サイ

トに、 原告の氏名，自宅住所・構童話番号・郵便番号等が掲載された訴訟資料を掲載し、

原告代浬入学模土がネットょに掲載しないことを求めても拒否して� tc_. 大阪高裁l士、

これについても、 原告の氏名設合b個 人情報の掲載も許されないと判断している（申9

4 ・ 原告準備寄宿6 ・ 9 ～ 1 1頁） ロ

( 2）本件提訴直前の被告らの言動

ア 解放同盟どの面談における被告宮部の禽動

解政同盟は、本年4月1日に木件書籍の出肢が予定されていることを知D, 2 o 1

6年3月3日に、「示現舎編集長 鳥取ループとと営部龍彦様J宛にメ ーJI,合法惜し、

「議別書籍として社会的に認知されている『部落地名総酬の附〉叫と付した書籍

を復刊しようとする行為は、到底看過できるものではなく、強〈抗議殺するとともに、

発行の停止と撤回安求めるJとして蘭談合申し入れた（申1 1）。そして、被告宮部と

時間・場所について調整の上、 同月8日午後、 新宿の喫茶店で、 解放同盟中央本部の

西島藤彦君器官己長（本件原告）及び大商聡事務長と被告宮部とが商談を行った。

被告らは、 被告示現舎ホ｝ムペ｝ジ上に、 上記経過について公開している（3月

8日の笛鮫について3月9日に掲載、申l 1）ロ そとでは、原告商鳥が「差別が護砥し

ている状態で、 部落の場所を占暴露すると、差別者に利用され、差別を助長するという

こどになるJ ／：述べたのに対し、 被告宮部が「憾すとととそが差別令助長するJとし 、

う自説令旗開し、 本件ウェブサイト目録1ないし8の掲載を自分カ3行っていることを

前擦として、 「「そもそも解放岡鼠は一政治団体であって、 当事者ではなく、私がその

ような約策はできないし、仮にここで約束をしたとしても必ず被るJという旨夜、伝え

た」という状況が報管されている（甲1 1）。

イ 法務局指導刊の被告宮部の対応
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2 0 1 6年3月29日付で東京法務局長は、被告宮部に対し、「織別情報摘示による

人権侵犯事件」として、「同和地区Wiki」の運営管理等の被告宮部の行為を「人権擁

綾上到底事品するととができないJとして削除等を求める行政指導を行った（閉26、

申4 1）。

しかし、 被告宮部l士、 「『不当な業別的取扱いをするとl'. a'助長 ー 誘発する間的Jと

は事実無根のことなのだが、 実は先日岩城光持法務大院が番手議院の法務苦委員会でその

ようなととを替ってしまったので、 とうでも書いておかないと格好がつかんというと

となのだろうJ （甲26 ・ 同日）、 「法務局側が対応をエヌカレ〕 トさせるなら、 ζちら

の対抗措置もさらにエスカレー トします。 同和地区Wiki管理人としての声明も発表

します」（甲2 0）などと述べ、削除に応じないだけでなく、挑発的な態度を示してい

る。 被告宮部の人格権等侵審の意図はきわめて強固であるロ

（則被告らの鑑別意図

被管らは、書籍やウ :I.ブサイトへの記載について、 「学聞の自由Jであるとか「表現の

自由Jであるとかを持ち出して、自己の精神的自由の行伎として許 t;れる旨の主張な行

っている。

ア 「全国部落調査Jの外見から明らかな羨別的意図

しかし、被告示現舎は、自身のウェブサイト（甲1 O）において、 木件出版予定物

の内容について、 「フリ ー素材であるととろの全国部落調査は既に『問和地区Wiki』

E無償で公開されていますが、 それを敢えて書籍イじしたものになります白」、 「原典の

『会悶都移調幾JはB5サイズ、 全日42ページ、縦番号？、 しかもほとんど
、
が手書き

という非常に扱いにくいものでした。 それに対し、今回復刻する全国部絡調ままはA5

サイズ、全20 0ページ、横書き、 活字、 とコンパクトに扱いやすく大幅改定しまし

たロ J、 「主な内容は、原典に掲載された全国5360以上の部幣の地名、世帯数、人口、

職業、生活程度をリスト化したものですロ さちに、 原典では昭和初期のものとなって

いた地名に加えて、 現在の地名を出来る限り掲載します。J (3頁）とし、
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①全国の部課喜（ 5 3 6 0 以上）について綱緬的にリスト｛じしたものであること

②原典から、 コ ンパクトで扱いやす小版にしたものであること

＠原典から活字化し、 読みやすくまとめたものであるとと

ゆ昭和初期のものとなっていた糊に加えて、舶の酬を掲載すること

安本件出版予定物の利点として鷺伝しているα

また、 なにかの調査・研究のために必纂な限度で部務名を記載したというのではな

く、被告らは、 もっぱら被業別部落名 ir リストアップし、設もが被鎧別部蒋に関する

情報にアクセスすることができるようにするために、本件出版予定物を出版すること

を公然と認めでいる（甲1 0など）。 とのような外Jf:うからみても、被告らが出版しよう

とした書籍や r企図部踊帰剖の復刻は、 どこが被差別部落であるか、誰が被差別部

落出身者かということを暴きたい、結婚や就職において被謝リ部落出身者を排除する

どいう目的にJ利用寸るという「議別目的J以外に利用価値がないどいうとことは明らか

である。

さらにいえば、被告らf';):;zド件書籍者T出版しようとするにあたり、 ぞのま懸紙に「部落

地名総鑑の原典Jと3集会込んで宣伝している（被告首都尋問結果8 J'l:）。 「部議地名総

鑑事件Jについては訴状をはじめ何度か主張しているので繰り返さないが、 1 9 7 5 

年発行の同著書は、就職蔑)31）考察に広範に利用され、その後焼却処分各れ、有名にな。た。

被告らはかかる総棒を熟知した上、 入手不可能とされる「部落地名総鑑」を宣伝に用

いれぽアピールするだろうと考えて、 との惹句を用いている。

イ 「学聞の自由」の侮称

おり1 8年8月2 1日付オ叫丁第：太窓5E,舎（申1 6 0）が問年1 0月lと証拠提出会れ

ると、問月3 1日、被告宮部は、 「木村正事太大先生の擬擦に従い、示現合に『※差別問

的での利用は禁止します』との注釈を付けました。 これで策法学者がやっ hて よいとの

お費量付舎です。 パンパン部落探訪いたしますゅよ。 いちゃもん付ける奴は憲法7<i:知らな

い馬鹿か差別者でしょう」（甲4 2 0）とツイッタ ー上で宣言言し、被管示現舎ブログ上

の「部落探訪Jに「学術・研究Jという言葉をつける（申4 4 6）ようになった（被
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官官部尋問結果1 0頁）。 しかし、被管官部は、 「タイトノレ変えればオーケーなんて木

村意見蓄は書いてない」と原告代現人に指摘されると、 「これは皮肉でやっていること

だから、 そういうものだ
、
ι思ってくだおI' \jと「学術」間的が単なる俗称であるとと

を認めた（被告富部尋問結巣1 1 Jli:）。

ウ被告営部による「部落出身脊Jどの傍称

被告僻問、 「鳥取ループJとしてツイyタ ーに投稿仙台めてから問もない、2 0 1

0年目月9目、 「鳥取ループはガチの同和地区住民で、同和地区出身者です。本人が言

うのだから間違いありませんロアイヌ優溺策が始まったら、アイヌにもなる予1主ですJ

とツイ 〕 トした（甲3 8 1）。 また、被告宮部l士、 ツイッタ ーのプロフィ ーノレに「部落

出身者」ど位戦しながら、 一方で、 ツイッタ …では「プロフが木当かどうかはど想像

に任せますが、 この園では稚でも同和地区住民を函称できるし、否定するのも自由で

す。気にしないでくだおいJ （申384 ・ 2010年日月1 3日）、 「私のプロブは半分

皮肉が，入っています。 現奨の世界でも、 同和地区出身と本人が替えば誰も否定できま

せんG 誰でも同和地区lと住めますし、何f仕イ叱も前の先祖寄？知る w人7なん

せんJ （印385•阿月記5臼）とも発f脅し附Cし、-0。被告1苦部は上述したツイシ， 〕の

記較の真意を原告代理人に問われると、配載した内容が事5露であり、 自分の気持ちで

あると弁明した（被f毎宮部尋間記録2 2 ～ 23頁） ο 

実際のところ、被告宮部の出身地は被翻リ部落に近援した地域ではあるが、被差別

部落の出身ではない。 同じ地名の中（；：被差別部構の集務といわゆる 一般地区が柄合さし

たという歴史的経過があることを認めながら、被告宮部は「現在は一つの村」であり、

自分fj:「一冊地区Jの出身勺はないと事実に反する粧舎者どした（被告宮部尋問結果3 6 

～ 3 8�）ロ

そして、被管官部は「鳥取ループJの自己紹介に関するブログlとは、 自分を「個人

の同和ザニアJであるとし、 「なぜ同和地区の場所�晒すのですかJという質問に対し、

「第一に『同和はタブー』と思い込んでいる人をおちょくるためJと回答し（甲町、

尋問では、 との記載も文字通りの意味であると述べている（被告宮部尋問言己主義23 ～
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24頁）。

さらに、被告宮部は、 2 0 1 9年1 0月2 8 S， 「［やってみた｝部落に転籍して郁

稼民になる方法Jというタイトルを付して、 「部器解放問盟によれば、本籍地re:地名が

部落の地1,なら［771, r秒三割リ出身者Jなのだそうです。 もしそうなら、誰でも簡

単に『被議日lj出身者J r：，なれるとと会説明するために、 適当な部事審1：水籍地令移して

みましたJとのツイッタ 〕:a,配信し、 死亡した原告書幸芳3 2番の原告の本持地に自分

の本籍地を移した。被告宮部l士、 死亡した原告の奏の気持ち寄与脅えなかったのかとい

う原告代理人の質問に対して「問題ないJと雷いさった（被告宮部尋問結果l 8 ～ 1 

9頁）。

つまり、被告宮部は被差別部落出身でないのに出身者であると儲称し、被差別都港

の場所を特定したり、暴露したりしないでほしいと願う人が南生している二とを知り

ながら、 それらの人を「おちよくあJために、 自分自身が被業別部格出身だと脅い張

ればそれが事実になると醤い張っているのである。

日 出版やインタ ーネットよの記事掲載の潜定的市険怯

( 1）差別拡散行為による経済的利益

被告t首都は、ツイッタ …上で「差別情報を金儲けのためにうりさばくJという本音を、

2 0 1 6年1 0月1 7日「全国部落調査の発禁が解除されたら、 今度は本格的にパンパ

ン売って金儲けしますよ」と関しでいる（申4 2）。

2020年2月9日、被告宮部は、 「 日々国家権力による人権侵害と戦っている私から

ずれば、Coinhiveで高織の1 0万円の罰金の意味するととろは、工夫して1 0 7.i円以上

稼げということでしょう。私は住所でポン！の裁判で縫定した賠償金以上稼いでおるぞ。

払ってないけl'..J （甲4 3 1）、「栽判所に憤慨するIT捌時は、 プロ市民みたし、なみっ

ともない活動役するべきではありません。 様々な正夫をして罰金以上あるいは賠償金以

上の金額を稼げばいいのです。 それらは経費として計上できます。 団本は法廷侮辱罪が

ないので、やりたい放題できますしJ （申4 3 2）と、情報の売りさばきによって経済的
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利益を得ており、 それが相当の金額に及ぶことをにおわせるとともに、後述するような

司法を愚奔する強度を誇示している（被告宮部尋問結果2 1～22頁）。

たどえl宏、被管1哲郎l士、 1ヶ月に数百万閉利用されるという「ネットの電話帳Jによ

って、 月30万円から40万円の収入を得ていることを尋問で認めた（被告宮部尋問結

果26貰）。

また、被告官官部l立、 「神奈川県人権移発センタ ー」を主宰し、 2 0 1 5年lお月から

Youtube にチャンネノレを持ち、 「部落探前Jや�まざまな部蒋楚別に関するトピックの爾

像:fr：公開している。 尋問時には、 チャンネル登録者数は2万7500人、総視聴；数11

72万回、 月に5万円程度の収入があることを被告宮部は認めていた（被告宮部尋問結

果3 1冊。現時点ではチャンネ；l,登録音数は3万370 0入、総視聴数1474万回と

増加しており、収入は広告収入と動画再生回数によって決まってくることから考えると、

収入は買に増加しているはずである。

(2）笥治lと対する愚弄的な態度

被告らは、 仮処分決定につい℃軽視する姿勢を明確にした上で、 「強引に出版禁止の

判決を出しでも規範性は皆無であるJとし、 「原告らの論理がこのまま認められるなら、

被告らは判決機定後も趣旨を変えて同様の出版物を出し、 再び裁判で争うことな繰り返

すしかない」と、 確定した判決にも従わないということを前もって明示した（被管ら準

備香苗（ 1 3））。また、 「私みたいに、具常・憤怒・発狂と篤倒jして、裁判で負けでも賠

償金踏み倒して、 ほとぼりが冷めたら判決を無視するようなブロンティア精神のある企

業は日本では少ないですいなどとツイッタ ーで発信し、 世間に向かつても判決を無視

するということをアピールし（申4 2 1）、尋問でも、自分が主義いたとおりの気持ちであ

るととを智恵めた（被告宮部尋問緒果2 1頁）。

また、仮処分についても、仮処分命令が出る前である2016年3月25日から、 「実

のところ、 仮処分命令が出ても実警はないんですよ。 表題を変えて別の名闘で出版する

とか、示現舎ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法はあります」（閉40
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3）、 「『同じ情報でも表題を変えれば別文書Jというのは、私が情報公開訴訟を？ゃったと

きにそうしづ判例が出て、塩入みlまもが解説してますからね。 今回l品、ざとなれば私に

有明jな方向で使わせてもらいますよJ （印4 0 4）と宣営ずるなどし、実際にもそのとお

りの言動を行ってきた（被告宮部尋問結果20頁参照）ことは上述したとおりである。

（日）潜在的危険性の大きお

仮にも被告らの各行為の違法肢が一部？も否定されるととになれば、被告らl士、 これ

までの手段 ‘ 方法をエスカレ… トおせ、差別情報のばらまき念行い、 それによってこれ

まで以とに金銭的な利得を得るようになるととは明らかである。 そして、被告らの各行

為に類似する行為を行う者が被告らの後に続き、 さらに差別助長行為が樹子していくこ

とになろう。被告らの各行為はそのような酌主的危険性をはらんでいるのである。

被告らの皮規範的な接勢は一貫している ω これまで述べてきたように‘ 被管らが開�

Eまってインタ ｝ネット上において、本件訴訟で問題になっているような差別助長行為を

繰り返したことが立法事実となって、部落差別解消推進法が成虫し、 ちらには． おり1

6年1 2月日7日法務省人機機管襲局が各地方法務局に対して、「インタ ｝ネットょの問

和地区に関ずる静li\lJ情報の惰示事案の立件及び処理Jと賠寸る依命通知を持出？るに烹

っているのであり、差別を解消するためにどのような行為が行われるべきであるか、 慈

5.lljを助長する効果を有する行為としてどのような行為が違法性を有するのか、について、

一定の判断基準はずでに裁判所には明らかであるといえる。

第1 2 反訴について

1 被告ら（反訴原告ら）が反訴で求めたもの

被告らl士、 2 0 1 8年1 1月2日に反訴の提起を行い、 a:先だって行われた仮処分を申

し立てた「債権者J 5名に対して、被告完了τ現合（反訴原告示E見合）が1 6 0万円、 被告宮

部（被告宮部）が1 6 0万円、 ②原告ら全員に対して、被告三品（被管三品）が1 6 0万

円、骨原傍川口泰司（反訴被告川口）に対して、被告三品（反訴原管三品）が30万円を
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求めた。 さらに、被告らは、 2020年7月20自に、©原令部君主解放問盟（反断被告部

落解放同盟）に対して、被告宮部（反訴原告宮部）が1 0 0万円、 被告三品（反訴原告三

品）が1 0 0方向を求め、 反訴の詩求の趣旨を拡強した。

白 書籍出版禁止仮処分の申立てに関する反訴

( 1）被告示現金会反訴胤告とする訴えにつし

最高裁昭和43年1 2月24回判決J士、 「仮処分が、その被保主権利が存在しないため

に当初から不当であるとして取り消された場合において、右命令を得てこれを執行した

仮処分申詩人が右の点について故意または過失のあるときは、右申請人は民法709条

lとより、被申請人がその執行によって受けた損容を賠償すべき一議務がある」と判示して

いるところ、債権者らが申し立亡た仮処介申立事件（横4民地方裁判所平成28年（ヨ）

第154号）においては、被保全権利の存者印式当然認められており、 との判映が務当ず

る場合ではない。 また、 問事件はよ併を経て確定しており（2 0 1 7年1 1月1 0日特

別抗告棄却決定）、 不法行為に基づく損害賠償の望新牛をみたさないことは明らかである。

( 2）被告宮部を反訴原告とする訴えについて

被告らは、審籍の出版が行えなかqたことによっ
』
て、被告宮部の表現の自由や学聞の

自由が侵審されたと主張するが、 これまで主張してきたとおり、 被告宮部による「金園

部栴湖査Jの出版は、部務議別�助長するためのツ〕；t合公開・頒布するものであ“って、

そもそも「表現の自由」や「学聞の自由」で保障されるものではない。

また、被告らによる「被告営部の援別冬れない中僻リが侵害されたJ旨の主張は煮味不

明というほかなく、何者と理由に議別されない構軍ljを問題lとしているのか、 具体的な機利

侵害性はなにか、被管宮部の損害はなにか、 出版差止めと損害との因果関係は認められ

るのか、ナペてについて、被告らによる主張は行われていない。

不法行為に基づく損害賠償の要件を充たさないことは明らかである。
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3 被告三品を本訴被告lとしたことに関する反訴

被告三品が不法行為に基づく損害賠償請求の責任在世うことについては、 本訴で十台な

主E際立証が行われている。

4 被告2三品に対する滋賀県集会での対応に関する反訴

( 1）滋賀県議会での被告らに対する退席護請につし

被管ちが前提とし恥ている事実は全面的に誤ゲている。 被管三品が2017年2月1 0

日、滋賀県立文化産業交流制官において行われた「部法解放研究第24回滋賀県集会JIこ

奉加したこと、 同人が集会主催脅からの要請を受けて冊集会会場から退出したことは事

実だ
、
が、 康管山口が被告三品を集会会場から追い出したことはない（以下、本頃全体に

つき申370、 原告） 11口尋問結巣8から1 0貰） ω

原告川町士、常持者開始から30分程経過した時点で、 一議前の中央の席に被告営部及

び被告と品が座っていることに気がつき、曜まいて講演を中断した。 原告川口は、演壇か

ら離れて被管官宮前及てj噛停＝品に近づ寺、 スデ〕 �上中央前側でザイク号外して「宮部

さんと三品さんですよねJとγ寧に話しかけた（甲370、甲3 7 1 ・ 1頁）。被告宮部

が「はいJと対応したので、 原告山口は「2人には話を聴いてほしくないし、 居てほし

くないので、 退出してもらqてもいいですかねJ K嬰誇した。被告らがそれに応じなか

ったので、原告川口が「しんどい思いをする当事者がたぶんいる」、 「私が、あなたによ

って被害容:a:,受けているJと訴えた（申3 7 1，日貿）。原告川口の発言は、被告らのそ予行

為により、実際に損害を受け、あるいは不安や恐れを抱いでいる被醐IJ部議出身者が（自

分自身令含め）集会に多数参加し凶口、たことを官官慢に行われている。被告らが参加して

いれば、 それらの参加者が、安心して発言著者t行い、 講演な聞く；二とは不可能だョたため

である。 また、 講演の内容については裁判に関わることや家族に関する内容もあり、 ど

こまで踏み込ん勺話をするかは、会場の3f.閤気や参加者の民応を見ながらその場で自身

が判断することであるが、被管らは他人の講演の録畜

くイン夕 〕ネツト上で公開するような行為を繰り i阜 していたため問様の行為を行われ1る
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かもしれないというおそれから自由に講演できなくなるため、被告らが基幹力目することは

認められなかった。

とれに対し、被告営部及。物告三三品は、 「 自分たちはお金者？払って来ているJ「聞かれ

たくないような話会しなければいいJ、 「 2人がいただけで百世せないというのは情けないJ

などと、 退出を拒否した（甲9 1 ・ 1 5頁、 甲3 7 1 ・ 2～7頁）。

途中からは集会の主催者スタップ L原告山口敏樹）がl人、 原告川口とともに対応し

た（甲3 7 1 岨 2買の「山口J発雪）。

原告川口及び集会主催者スタァフは、被告らに対し、語辞加費を 300 0 円ずつ返却す

ること等を提察し（甲3 7 1 ・ 6頁、 7頁）、退出を要請した。結局、原告山口が話しか

けてから約6分様、被告らはこれに同意して闘ら会場を退出した（印3 7 1・9質）。退

出の前後には、 原告山口から、 ツイッグ ーやブログに記載しないでほしし叱要望を伝え

？と。

その後、 主催者スタyフは、被告らに対し、集会努力日者に配布された「討議資料Jの

返却を求め、被告らは、 同意の上「酎議資料J :a::主催者に返却した。 集会資料の返却時

に、集会資料が入った袋ごと返却を受けたところ、 その袋の中に、被告三品の私物が混

入していた。

資料返却後、被告らは自分で出口から退出している。 その際に維とも身体曲包接触はし

ていない。

また、 会場退出後町被告ミ三品は「sれ物があるJ ！：：：事務局に申し出てきたため‘ 主催者

は悶収した封筒の中から鉛筆とノ ー トを発見し、被告三品にすぐに返却した。

（日）不法行為が成立しえないこと

当該薬会の『討議資料』の「基調」や同封した冊子『部落翻リは今』（部落解放同盟滋

賀県連合会）には、鳥取ループ ・ 示現舎ら（反訴原告ら）の行為者？許さず、 ばらまかれ

た「部落」の所在地情報や個人情報による身元調査略戸籍等不正取井卒事件、差別事の解

決に向けて集会参加晴ともにI&り組むととが明記されている。 しかも、 原告川口の当日
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の講演の題名は「新たな『部落地名総鑑』事件とネット公開～公然化・扇動化・態質fじ

する差別の現実～」であり、本訴請求原因となっている反訴原告らの行為に関する話が

メインテーマであるととは 見して明らかである（「公然化・扇動化 ・ 態管化する差別J

とは被告らの行為である）。

そもそも、了柑床事件における加害者が、 その被害者やその被害者？救務しようとする者

らによる集会に出席するという二とは、 同議会参加者尊厳令踏みにじる侮導的行為であ

るロ とのような侮辱的行為に対し、原告川口や当骸集会主催者は概めで丁寧な対応をし

た。

以上のとおり、被告らの主張は前提事実が全く異なり、被告らの請求は成立しえない。

5 被告宮部及び被告三品に係る惑詩文を発した二とに闘する反訴

( 1）要請文の臨布

被告らは、部溶解放同践は築請文（乙5 4 9）安、各都道府県連合会に配布した。

岡文寄It、被告らが東京地裁司法記者クラブに出席して行った官日者会見の時に撮影ーし

た写真が掲載された、組織内部の連絡文書として百日Tされた。

反訴準備蓄面3!C詳しいが、配布の趣旨は、被管らが、 2 0 1 8年1 2月27日付依命

通知（甲3 5 2）で遺制生のあるものとされた『部落探訪』の撮影命取材のために、被

差別部落や関連施設に訪問して、 取材したり、 写真や動画を撮影したりすることを繰り

返しているため、名都道府県議合会が、被告らと分からずに、 心ならずも対応してしま

うこと合避けるどころにある。

（己）不法行為が成立しえないこと

前述したとおり、『部落探動』が差別を助長する、人権を侵害するものであるととろ

からすると、 乙549をさらなる人欄受容を防止するために内部文献して配布する

ことは、 原告部溶解放同盟の業務として当然であり、 全く違法性が認められないロ

よって、被告らの精求は成立しえない。
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6 小括

本件反訴は‘被告らが、法事者的根拠を欠いているととを十分に視機しながらまたは容易

に認識しえたにもかかわらず敢えて民訴提起を行ったものであるから、裁判制度の趣旨目

的 r:：てらして著し〈相当性白うて〈もので． 訴権の灘用どして速やかに却下されるべきであ

る。仮 iこ、 内容にわたる判断が行われるにせよ、被告らの請求内容は、誤った事災関係、を

もとに要件の当てはめに::laいても槙りをおかしたものであり、 請求は成り立ちえず、棄却

されるべきである。

第1 3 鯖求の拡張関係

なお、 本件においては、被告宮部は提訴後に原告片岡の集家を訪問してその営業を妨

害草し、原告片岡 tc:.嫌がらせ鷺詩をかけ、間帯日地区Wild内においてはミラ）サイトにおい

て原告片岡に関する誹誇中傷記事が大量に記載されるにヨさってし、る

また、被守宮部は、 原告藤川が訴訟係属中に死亡した後にその死亡者？知 wっ た上で自ら

の本籍地を原告藤川の本籍地に移した。 原告藤川の配偶容は本件の「加答者Jである被

告宮部と同一の本籍地となることを強いられることとなり強い憤りを有している。

このように被告宮部は本件提訴後も部落解放連動や部落解放同盟に対して強い施曜

と執着心を有しており、 悪質な加審行為を継続中である。

被告営部は「裁判で負けでも時曲賞金踏み倒して、ほとぼりが冷めたら判決を無視するJ

という自らのツイ ー トについて「事実を奮いただけ」と述べ、 「 日本には法活侮辱界がな

いので、 やりたい放題でき京ずはというツイ ー トについて「それは（やりたい放題）

したいですJと述べるなど7加宅善意思は強闘であり、法遵守怠織の欠如は著しい（宮部尋

問結果2 1頁）。

従って、請求の趣慣の拡張関係についてもその裏付けは十ニ分に柄笠ナるζとは明ら

かである。

以上
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